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な
ら
ず
将
来
い
つ
ま
で
、

か
か
る
事
実
上
の
解
決
に
依
存
し
う
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
問
題
は
、

か
つ
て
西
欧
諸
国
が
、
実
際
上
の
利
害
の
対
立
を
み
な
が
ら
、

そ
の

苦
難
の
遣
を
歩
ん
で
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

解
決
の
道
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
は
、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
そ
の
考
察
に
当
つ
て
は
、
先
ず
西
欧
諸
国
が

如
何
な
る
立
法
的
変
遷
を
示
し
た
か
を
研
究
す
る
こ
と
が
第
一
段
階
と
し
て
要
請
さ
れ
る
。
し
か
し
さ
ら
に
、

そ
の
よ
う
な
立
法
の
社
会

的
背
景
を
為
す
も
の
と
し
て
、
法
が
如
何
な
る
実
際
上
の
慣
行
に
根
ざ
し
、

ま
た
人
々
の
如
何
な
る
法
意
識
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
を
探

究
す
る
こ
と
が
、
第
二
段
階
と
し
て
是
非
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
他
国
の
立
法
が
単
に
技
術
的
な
制
度
と
し
て
採
り

入
れ
ら
れ
、
社
会
事
情
を
異
に
す
る
わ
が
国
に
お
い
て
、
全
く
異
な
っ
た
機
能
を
営
む
危
険
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
は
、

こ
う
し
た

社
会
的
背
景
と
の
結
び
つ
き
の
下
に
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
農
地
相
続
制
度
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
で
は
、
そ
の
大
部
分
の
地
方
に
お
い
て
、
古
く
か
ら
農
地
面
白

5
5
m
E
)
に
つ
い
て
一
子
相
続
法
辛
口
ゆ
号

g
B
n伊
丹
)
が
行
わ

れ
て
来
た
。
ド
イ
ツ
民
法
は
、
そ
の
施
行
法
第
六
四
条
で
、
農
地
の
一
子
相
続
に
関
す
る
各
ラ
シ
ト
の
立
法
の
効
力
を
認
め
た
が
、
そ
の

後
ナ
チ
ス
の
帝
国
世
襲
農
場
法
克
也

n
v
B号
宮
崎

m
g
a
N
3
5
巴・∞何回
}
g
s
Z吋
巴
ωω)
に
よ
り
、

一
子
相
続
制
度
は

さ
ら
に
強
化
さ

れ
た
。
こ
の
法
律
は
、
第
二
次
大
戦
後
廃
止
さ
れ
た
が

旧
イ
ギ
リ
ス
占
領
地
区
に
お
け
る
農
場
令
(
出
足
g
E
E
E
m
g
g
M
X
-
〉
胃
ロ

か
つ
て
の
一
子
相
続
法
が
復
活
し
て
行
わ
れ
て
い
か
d

呂
町
)
を
は
じ
め

バ
イ
エ
ル
シ
を
除
く
西
ド
イ
ツ
の
各
一
フ
シ
ト
で
、

か
よ
う
な
ド
イ
ツ
の
一
子
相
続
法
の
核
心
を
為
す
も
の
と
し
て
、

農
場
を
承
継
し
な
い
き
ょ
う
だ
い
が
農
場
承
継
人
に
対
し
て
有
す
る

補
償
(
〉
σ防
白
色
ロ
ロ

m)
の
請
求
権
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
ま
さ
に
乙
れ
あ
る
が
た
め
に
、

一
子
相
続
制
度
は
機
能
を
営
み
う
る
の
で
あ

り

こ
の
点
に
お
い
て
わ
が
国
の
か
つ
て
の
家
督
相
続
と
決
定
的
な
差
異
を
示
す
Q

そ
こ
で
補
償
請
求
権
の
本
質
を
探
り
、

そ
れ
を
生
み

出
す
母
胎
を
探
ろ
う
と
す
れ
ば
、

さ
ら
に
農
地
に
対
す
る
家
族
の
所
有
の
意
識
1

1

家
産
的
所
有
か
単
独
所
有
か
ー
ー
ー
、
農
場
承
継
人
が



農
場
を
承
継
す
る
態
様
|
|
共
同
体
的
原
理
に
基
づ
く
当
然
承
継
か
契
約
的
原
理
に
基
づ
く
承
継
か
1

1
等
を
問
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
く

保
な
る
。
か
よ
う
な
一
子
相
続
法
の
背
景
を
探
る
た
め
に
は
、

ド
イ
ツ
全
体
の
相
続
制
度
を
総
合
的
に
考
察
す
る
こ
と
も
必
要
で
は
あ
る

が
、
各
地
方
で
そ
れ
ぞ
れ
封
建
支
配
の
態
様
を
異
に
し
、

土
地
制
度
に
差
異
を
示
し
て
来
た
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
各
地
方
の
特
殊
的
な
相

続
型
態
、
相
続
慣
行
お
よ
び
そ
れ
ら
か
ら
派
生
す
る
社
会
、
経
済
的
諸
問
題
を
研
究
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
か
よ
う
な
研
究
を
経

ド
イ
ツ
全
体
の
相
続
制
度
の
概
観
、
さ
ら
に
は
そ
の
核
心
を
為
す
補
償
請
求
権
の
本
質
の
探
究
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。

て
は
じ
め
て
、

西独シュグァ Jレツグデ Jレト地方における農地の末子相続

続こ
制の
度ょ
をう
取な
り構
あ想
げの
た下
い.1と

先
ず
手
が
か
り
と
し
て

ν
ュ
ヴ
ア
ヅ
ヴ
ア
ル
ト

(ω円
7
4
5
5
4
5
E
)
地
方
に
お
け
る
末
子
相

本
稿
で
は

こ
こ
に

ν
ュ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
を
特
に
え
ら
ん
だ
の
は

ν
ュ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
に
お
け
る
一
般
的
な
相
続
型
態
が
末
子
相
続
で

あ
っ
て
、

そ
れ
は
ド
イ
ツ
の
他
の
地
方
に
多
い
長
子
相
続
に
比
較
す
る
と
、
特
殊
的
で
あ
る
だ
け
に
、
考
究
す
べ
き
多
く
の
歴
史
的
問
題

を
含
ん
で
い
る
こ
と
、

さ
ら
に
は

ν
ュ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
が
ブ
ラ
シ
ス
に
隣
接
す
る
た
め
に
ブ
ラ
シ
ス
の
政
治
的
影
響
が
つ
よ
く
、
特

に
近
代
に
お
い
て
ナ
ボ
レ
オ
シ
民
法
の
諸
子
均
分
相
続
の
原
則
と
の
関
連
が
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
等
の
理
由
に
よ
る
。

末
子
相
続
制
度
の
考
察
に
入
る
前
に

こ
乙
で

V
ュ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
の
自
然
的
、
政
治
的
、

経
済
的
諸
条
件
を
簡
単
に
概
観
し
て

ぉ
、
き
た
い
。

ν
ュ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
は
、

ド
イ
ツ
の
西
南
に
位
し
、

山
映
の
多
い
地
方
で
あ
る
Q

古
く
は
ケ
ル
ト
人
の
入
植
が
あ
っ
た
が
、

O 

世
紀
の
終
り
か
ら
一
一
世
紀
の
は
じ
め
に
か
け
て
修
道
院
に
よ
る
定
住
が
行
わ
れ
、
聖
ぺ
1
タ

1
3
H
-
句

2
2
)、
聖
メ
ル
グ

γ
(留
-

E
皆
moロ
)
、
聖
プ
ラ
ー
ジ
エ
シ
(
盟
-
∞

-gぽ
ロ
)
等
の
修
道
院
が
建
っ
た
(
以
下
地
名
に
つ
い
て
は
本
稿
末
尾
に
、
「
附
一
一
」
と
し
て
か
か
げ
た
「
シ

- 95-

ユ
グ
ア
ル
ツ
グ
ア
ル
ト
の
略
図
」
参
照
)
。



一
一
世
紀
以
来
、

ツ
ェ

l
p
y
グ
シ
(
一
NM協
同
ユ
ロ
唱
ロ
)
が
非
常
な
勢
力
を
示
し
た
が
、

そ
の
衰
退
と
と
も
に
、
多
く
の
封
建
領
主
の
支
配

- 96ー

論

に
服
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
主
な
も
の
を
あ
げ
る
と
、

書
由
民
自
の
地
方
が
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
に
属
し
た
て
プ
ユ
ル
ス
テ
ジ
ベ
ル
ク
(
『
{
百
件
。
ロ
ぴ
白
品
・
今
日
の
巧

c-FロF
2
2由
S
F
∞
SHM品
。
尽
の
地
方

オ
1
ス
ト
日
ノ
ヤ
(
今
日
の
切
『
包
括

S-
す
な
わ
ち

2
2
5品・
4
『
色
。
昨
日
吋
畏

を
支
配
し
た
ほ
か
、
岡
山

g
s
g同
を
パ

l
チ
ン
・
テ
ュ
ル
ラ
ツ
ハ
と
共
同
支
配
)
、

ヴ
ユ
ル
テ
シ
ベ
ル
ク
(
巧

{
Z
g
g
Z品
・
今
日
の
甲
山
宮
品
-
ヨ

EmHB

地
方
の
一
大
部
分
を
支
配
〉
、
パ

1
デ
シ
・
パ

l
デ
シ
(
切
M
W

島
市
ロ
由
包

S)、
パ
l
Jア
シ
・
Jア
ュ
ル
-
フ
ッ
ハ

(切州民同申ロ

-ug巴血
-nF
・
ム
寸
日
の
∞
由
一
同
釦
ロ
・

0
2
H
Y

回
目
町
署
胆
ロ
品
。
ロ
地
方
の
ほ
か
、

Hvg白
宮
包
を
フ
ュ
ル
ス
テ
ン
ベ
ル
ク
と
共
同
支
配
)
、

ま
た
教
会
の
諸
侯
と
し
て
ス
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
司
教

a
g
g
g

∞
骨
『
回
国
吉
品
・
北
シ
ュ
グ
ア
山
川
ツ
グ
ア
ル
ト
を
支
配
)
と
聖
ブ
ラ
ー
ジ
エ
シ
僧
院
♀

Z
S
F
E
g向。豆、

帝

国

騎

士

領

有

2
n
y
凹号
g
g♀
色
丹
)

と
し
て
オ
ル
テ
ナ
ク
(
。
ュ

g
p
g、
帝
国
直
轄
領
(
問
。
一
岳
民
話
日
ゅ
の
め
ず
ぽ
件
。
)
と
し
て
、

ハ
ル
メ
ル
ス
パ
ツ
ハ
(
出
血
司
自
由

avSF)
が
あ
っ
た
。

オ
ヅ
ブ
エ
シ
ブ
ル
ク
(
。
司

Sσsm)
ゲ
ジ
ゲ
ジ

.、リ/、、

ノ
、
，
ノ

(の

g
m
s
gロV
)
、

一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
の
ナ
ポ
レ
オ
シ
一
世
の
時
期
に

パ
1
デ
シ
辺
彊
伯
(
冨
mqw唱
え
∞
包

g)
の
カ
ー
ル
・
フ
り

1
ド

H
ノ
ツ
ヒ
(
聞

F
ユ
司
乱
。
円
四
ユ
n
v
-
H叶

ω
∞l
H

∞H]{)
は

パ
l
Jア
シ
地
方
を
統
一
し
、
一
八

O
六
年
に
は
パ

1
デ
シ
大
公
国
(
の

B
E
Z
R
O
R
z
g
)

を
成
立
せ
し
め
た
。

一
八
一
八
年
に
は
、

カ
ー
ル
・
ル

1
ド
グ
イ
ツ
ヒ
(
関
山
ユ
ド
ロ
仏
語
釘
)
に
よ
っ
て
、
民
主
的
な
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
。

乙
の
パ

1
デ
シ
大
公
園
は

一
九
一
八
年
ま
で
存
続
し
た
が

lζ 

一
九
一
九
年
三
月
二
一
日
に
国
民
議
会

(
Z巳
芯
ロ

m
-
4
2
S
S
E
-ロ
ロ
ぬ
)

よ
っ
て
憲
法
が
制
定
さ
れ
、
パ

I
Jア
ジ
は
、
共
和
国

(
F
O
E
S
S
と
な
っ
た
。

第
二
次
大
戦
以
後
パ

l
デ
シ
は
占
領
軍
に
よ
っ
て
分
割

さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、

北
部
(
首
都
は
剛
門
知
己
負
己
5
)
は
ア
メ
リ
カ
寧
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
て
、

ヴ
ユ
ル
テ
シ
ペ
ル
ク
北
部
と
共

に
、
君
同
2
8
5
Z円
ma切
知
一
色
。
ロ
と
な
っ
た
。

切
白
色
∞
ロ
と
な
り
、

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
(
喝

B
号

Em)
を
首
都
と
す
る
南
部
は
、

ブ
ラ
シ
ス
に
占
領
さ
れ
て

戸川同一ロ民

一
九
四
七
年
五
月
一
一
一
一
日
に

し
か
し
一
九
五
二
年
に
は

者
C
2
8
5
σ
角
mE切
白
色
。
P
国
管
内
庁
ロ

憲
法
を
制
定
し
た
。



の
ほ
か
に
君
昔
仲

R
B
Z吋
mt問
。

Z
D
N。
-
g
g
が
合
体
し
て
岡
、
自
己
∞
包

g
a者
応
え
R
S
Z括
が
形
成
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

経
済
的
に
は
、
農
耕
、
牧
畜
、
林
業
の
ほ
か
、
時
計
、
繊
維
工
業
が
営
ま
れ
る
が
、
乙
の
中
農
耕
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
も
た
ず
、

経
済
の
重
点
は
む
し
ろ
牧
畜
と
林
業
に
あ
る
。

村
落
定
住

そ
の
た
め
農
家
の
経
営
規
模
は
比
較
的
大
き
い
。

制
白
書
岳
山

o
a
s
g
で
は
な
く
て
、
単
居
定
住
制
(
回
目
回
目
色

g
z
a
H
g
m
)
が
と
ら
れ
た
。

定
住
の
型
と
し
て
は

一
子
相
続
制
度
は

こ
の
リ
V

ユ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
全
体
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
て
、
気
候
、
交
通
に
め
ぐ
ま
れ
ず
、

牧
畜
と
林
業
を
主
に
営
む
北
部
と
中
部
の
山
岳
地
帯
に
発
達
し
、
最
北
部
、
最
南
部
な
ら
び
に
山
麓
地
方
に
は
、

し
な
か
っ
た
。

一
子
相
続
制
度
は
成
立

山
我
妻
「
農
地
一
子
相
続
制
度
序
説
」
(
石
田
文
次
郎
先
生
還
暦
記
念
・
私
法
学
の
諸
問
題

H
民
法
所
収
)
五
頁
参
照
。

間
ド
イ
ツ
に
お
け
る
農
地
相
続
の
歴
史
的
概
観
に
つ
い
て
は
、
中
川
・
相
続
法
の
諸
問
題
二

O
頁
お
よ
び
二
回
頁
以
下
参
照
Q

閉
そ
の
概
観
に
つ
い
て
は
、
我
妻
・
前
掲
「
農
地
一
子
相
続
制
度
序
説
」
一
一
頁
以
下
、
我
妻
・
四
宮
訳
・
ブ
レ
ン
タ
1
1
ノ
・
プ
ロ
シ
ャ
の
農
民
土
地
相

F

続
制
度
・
訳
者
序
八
頁
以
下
、
佐
々
木
金
三
「
ナ
チ
ス
以
前
の
農
地
一
子
相
続
法
」
専
修
大
学
論
集
一
六
号
こ
九
五
八
年
一
月
)
、
同
「
農
場
の
不
可

分
承
継
と
補
償
L

(
勝
本
正
晃
先
生
還
暦
記
念
・
現
代
私
法
の
諸
問
題
上
巻
所
収
)
参
照
。

山
間
シ
ュ
ヴ
ア
ル
ツ
グ
ア
ル
ト
地
方
の
属
す
る
パ

l
デ
ン
の
一
子
相
続
法
の
概
観
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
・
前
掲
専
修
大
学
論
集
九
一

O
頁
参
照
Q

岡

F
S
-
m
-
R

一
川
畑
柄
。
ロ

F
m
-
ω
r
g
mぬ
y
m・山
y
k
g
s・
g-
な
お
詳
細
は
戸
∞
・
切
邑

2
・

0
2
f
gけ回目
Z
E晶
君
白
白
窓
口
山
口
問
即
日
目
。
司
宮
吋
円

F
S江田一】悶
g
a
-
5
v
s

国

EdaロE
g
p肉・

5
2
参
照
。

m
剛

nos-m-gu
の
む
吋
宮
肉

-m・
8
・

刷
問
問
。

n
F
m
-
r
同
時
四
回
官
出
血
同

g
w
m・
AF2・

- 97，-



末
子
相
続
制
度
の
発
達

- 98ー

1 

末
子
相
続
の
成
立

ジ
ュ
グ
ア
ル
ツ
グ
ア
ル
ト
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
の
他
の
地
方
と
同
様
、
か
つ
て
は
家
共
同
体
(
間
同

5
唱
B
巳

E
与
え
同
)
が
行
わ
れ

て
い
た
と
い
わ
れ
む
乙
の
家
共
同
体
は
、
プ
レ
シ
タ

I
ノ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
口
~
家
長
(
国
自
由

g
s
z
の
指
揮
の
下
に
構
成
さ
れ

る
が
、

土
地
は
家
長
に
属
す
る
の
で
は
な
く
て
、
家
共
同
体
の
構
成
員
た
る
全
家
族
に
属
し
た
。
す
な
わ
ち
両
親
の
み
で
な
く
、

子
や
孫

も

l
l両
親
の
生
存
中
す
で
に
1
1
i
土
地
の
共
同
所
有
者

(富町内川百

B
B
5
2
)
で
あ
っ
た
。

と
の
よ
う
な
家
共
同
体
に
お
い
て
は
、
家

長
が
死
亡
し
て
も
土
地
の
相
続
は
生
じ
な
い
。
土
地
は
家
共
同
体
に
そ
の
ま
ま
存
続
す
る
こ
と
と
な
る
。

か
よ
う
な
家
共
同
体
が
解
体
し
た
の
は
、

V
ュ
グ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
で
は
一
五
世
紀
だ
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
解
体
を
促
進
し
た
の
は
、
政

治
の
推
移
お
よ
び
自
然
経
済
に
か
わ
る
貨
幣
経
済
の
発
達
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
当
時
継
受
さ
れ
た
ロ

1
マ
法
が
、
女
子
を
含
む
諸
子

の
絶
対
的
均
分
の
原
則
を
と
っ
た
た
め
だ
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

ロ
ー
マ
法
の
教
養
を
受
け
た
僧
侶
た
ち
は
、

-
l
i
土
地
の
流
通
の

た
め
で
は
な
く
て

1
1相
続
の
場
合
の
責
租
が
ふ
え
る
と
い
う
考
慮
か
ら
土
地
の
分
割
を
歓
迎
し
た
。
た
と
え
ば
、

一
二
六
七
年
に
ス
ト

従
来
女
子
が
相
続
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
た
の
は
、

の
命
者
。
}
臣
官
町
民
)
で
あ
り
、
今
後
は
女
子
も
男
子
と
同
等
に
相
続
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。

か
《
て
家
共
同
体
は
解
体
し
て
、
共
同
相
続
人
は
平
等
に
土
地
を
分
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ブ
ー
ト
ハ
イ
シ
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
グ
ア

ラ
ス
プ
ル
ク
の
司
教
ハ
イ
シ
リ
ツ
ヒ
は

「
唾
棄
す
べ
き
慣
習
」

(3ωgnvoc--nz

イ
ス
チ
ュ

l
マ
ー
に
あ
ら
わ
れ
た
農
民
裁
判
所
の
判
決
に
は
、
性
別
に
よ
ら
ず
、
頭
数
に
よ
っ
て
相
続
財
産
を
分
け
る
原
則
が
と
ら
れ
、

一
三
九
七
年
聖
メ
ル
グ
シ
の
修
道
院
の
領
民
に
つ
い
て
、
も
し
諸
子
が
分
割
を
欲
す
れ
ば
、
「
各
自
は
そ
の
持
分
を
受
領
し
、
教
会
の
法
に



る(従
」とつ

とて
の所
記有
録す
がべ
あし
る」
。と

決
定
さ
れ3

ま
た
イ
ベ
シ
タ
ー
ル

(HZEY弘
)
で
も
、
「
す
べ
て
の
子
が
欲
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
持
分
が
帰
す

(Z。
EEnF)
の
峡
谷
裁
判
所
(
吋

E-mqwZ)
で
は
、

一
子
相
続
法
有
名
品
∞

g
E昨日。
5
・

ノ
ー
ル
ト
ラ
ヅ
ハ

円
ゅ
の
伊
丹
)
が
、
す
で
に
八

O
年
来
一
般
の
帝
国
法
で
あ
っ
た
の
に
か
か
わ
ら
ず
、

一
五
六
五
年
で
も
な
お

生
存
す
る
す
べ
て
の
き
ょ
う
だ

い
の
子
(
の

gnv者
Z
R
Eロ
骨
円
)
が
、
同
等
の
権
利
を
有
す
る
と
判
決
さ
れ
て
い
る
。

分
割
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。

た
だ
大
き
い
フ
ロ

l

シ
ホ
1
ブ
(
司
S
F
S
で
は

し
か
し
こ
の
よ
う
な
均
分
相
続
は
、
農
地
の
極
端
な
細
分
化
を
導
き
、
家
族
の
生
計
を
困
難
に
し
た
。

そ
の
結
果
一
五
世
紀
に
は
、

ν 

西独シュグア Jレツグアノレト地方における農地の末子相続

ユ
グ
ア
ル
ツ
グ
ア
ル
ト
の
至
る
と
こ
ろ
で
荒
廃
と
人
口
の
減
少
が
訴
え
ら
れ
、

経
営
は
収
益
的
で
な
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

農
場
の
数
が
減
少
し
た
だ
け
で
な
く
、
開
拓
も
後
退
し
、

そ
こ
で
こ
れ
に
対
し
て
二
つ
の
方
法
が
と
ら
れ
た
。
第
一
に
は
、
一
子
の
み
が
農
地
を
相
続
し
て
、
他
の
子
は
ア
ル
メ
シ
デ
(
〉
ロ
g
oロ
色
。
)

を
開
拓
す
る
方
法
、
第
こ
に
は
、
共
同
相
続
人
は
相
続
財
産
を
分
割
し
な
い
で
合
子
で

(
N
C
m
o
g
B
B円
司
自
己
)
所
有
す
る
方
法
で
あ

る
。
後
者
の
場
合
に
は
、
農
場
は
不
分
割
の
ま
ま
家
族
共
同
体
で
(
吉
己
口
需

E
x
g
国
包
括

2
2
8
5岳
山
内
広
三
所
有
さ
れ
、

営
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
方
法
も
、

し
た
。

か
つ
経

一
五
世
紀
に
は
解
消
し
て
、

農
場
そ
不
分
割
で
相
続
す
る
形
と
し
て
末
子
相
続

(
Z
5。
日
仲
)
が
出
現

末
子
は
も
と
も
と
共
同
相
続
人
(
開
吋

Z
2
2
8ロ
)
の
中
で
、
責
租
の
関
係
上
、
対
外
的
な
代
表
者

2
0
3
5
m
w吋
)
午
す
ぎ
な
か
っ
た
も

そ
れ
が
単
独
所
有
者
(
〉
-
Z
5
2
m
mロ
E
B
m門
)
と
な
っ
た
。
な
ぜ
末
子
が
相
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
に
つ
い

の
で
あ
る
が
、
後
に
は
、

て
は
、
第
一
に
は
、
領
主
に
対
す
る
関
係
で
末
子
の
方
が
有
利
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

曲
演
民
は
、
所
有
の
交

- 99← 

代
の
た
び
に
三
分
の
一
税
(
ロ
ユ
芹

aznv巳門出
m-SF)、

ま
た
は
所
有
者
の
死
亡
の
た
び
に
死
亡
税
(
司
mwzm
の
}
g
E
-
m
Z
5
を
領
主
た
る
修



遭
院
に
お
さ
め
る
義
務
を
負
っ
た
が
、
末
子
が
農
場
を
承
継
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
所
有
の
交
代
(
切

g
x
N巧
R
官
巳
)
が
お
く
れ
る
た
め
に

右
一
の
貢
租
の
支
払
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
半
世
紀
も
所
有
の
交
代
が
行
わ
れ
な
い
場
合
も
あ
っ
た
。

-100-

第
二
に

lま

農
場
承
継
人
が
農
場
譲
渡
人
に
対
し
て
負
う
べ
き
終
身
扶
養
の
負
担
(
同
包
σ
m
a
g
m田
Z
2
)
が
少
な
く
て
済
む
。

す
な
わ
ち
後
に
考

察
す
る
よ
う
に
(
三
1
参
照
)
、
農
場
承
継
人
は
、
農
場
を
譲
り
受
け
た
あ
と
、
譲
渡
人
た
る
両
親
に
対
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
の
態
様
の
給
付

義
務
を
負
い
、

こ
れ
が
農
場
承
継
人
に
と
っ
て
非
常
な
負
担
と
な
る
が
、

末
子
相
続
の
場
合
は
、
末
子
が
農
場
を
承
継
し
う
る
|
|
通
常

二
五
歳
ー
ー
ま
で
両
親
は
老
齢
に
わ
た
っ
て
|
|
六

O
な
い
し
七

O
歳
ま
で

l
l働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、

は
る
か
に
少
な
く
て
済
ん
だ
。

長
子
相
続
の
場
合
に

両
親
が
早
く
隠
退
す
る
の
に
比
し
、
農
場
承
継
人
の
負
担
は
、

記
録
に
あ
ら
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
は

一
四
五

O
年
に
北
V
ユ
グ
ア
ル
ツ
グ
ア
ル
ト
の
ノ

1
ル
ト
ラ
ツ
ハ
タ
ー
ル

(
Z
。旦可
ω
n
v
E
C
の

ωnv。ロ
g
g
p
で
一
子
相
続
が
行
わ
れ
、
「
そ
こ
で
は
、
き
ょ
う
だ
い
が
補
償
を
受
け
、
農
場
は
分
割
さ
れ
る
を
要
し
な
い
と
い
う
法
が

行
わ
れ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
ハ
ル
メ
ス
パ
ツ
ハ
(
出
向
B
向
島

RY)
で
は
、
一
五
四
九
年
に
は
ま
だ
一
子
相
続
は
行
わ
れ
て
い
ず
、

後
述
の
よ
う
に
一
五
六
三
年
に
一
子
相
続
が
導
入
さ
れ
た
。
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
(
司
5
5
R
m
)
方
面
の
南

ν
ュ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
で
も
、

農
地
の
移
動
の
後
、

一
子
相
続
に
よ
っ
て
再
び
統
合
が
一
行
わ
れ
た
結
果
、
は
じ
め
は
三
八
あ
っ
た
農
場
が
漸
次
減
っ
て
、
後
に
は
一
四
に

な
っ
た
例
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に

ν
ュ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
の
各
地
で
、

に
は
農
地
の
細
分
化
は
漸
次
克
服
さ
れ
、
経
営
は
再
び
収
益
的
と
な
り
、

一
五
世
紀
の
終
り

以
後
農
場
の
数
は
殆
ん
ど
変
っ
て
来
て
い
な
い
と
い
わ
れ
る
。

一
般
に
農
場
の
数
は
半
減
し

し
か
し
南

ν
ュ
グ
ア
ル
ツ
グ
プ
ル
ト
の
聖
プ
ラ
ー
ジ
エ
シ
修
道
院
の
領
域
で
は
、
農
地
が
こ
の
時
代
に
細
分
化
さ
れ
た
ま
ま
分
割
相
続
が

続
け
ら
れ
、
遂
に
統
合
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
一
子
相
続
制
は
、
領
主
の
側
か
ら
生
じ
た
と
の
通
説
に
対
し
、

ゴ
1
ト
ハ
イ
ン
は
、

そ
れ
が
決
し
て
領
主
の
側
か
ら
行
わ



れ
た
の
で
は
な
く
て
、
農
民
の
側
か
ら
自
発
的
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
込
ゴ
ツ
ホ
も
同
様
な
立
場
で
あ
る
が
、

か
よ
う
な
一
子
相
続
を
歓
迎
し
て
い
た
事
実
は
承
認
し
て
い
る
。
か
よ
う
な
一
子
相
続
制
度
の
起
源
は
、
古
く
か
ら
論

領
主
の
側
で
も
、

じ
ら
れ
る
困
難
な
問
題
で
あ
る
が
、
重
要
な
乙
と
は
、

い
ず
れ
に
し
て
も
一
子
相
続
制
度
が
封
建
領
主
の
要
求
に
合
致
し
た
こ
と
、
そ
し

す
な
わ
ち
、
領
主
と

て
そ
の
支
配
に
役
立
っ
た
と
い
う
事
実
、

そ
の
意
味
で
そ
れ
は
封
建
的
な
制
度
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
て
は
、
従
属
す
る
農
民
の
給
付
能
力

(
Z
Zロロ
m∞
E
E
m
E伊
丹
一
司
忌
∞

g
c。
口
町
内
以

E
m
g
F
)
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、

〈の

O
R
E
S
E
E
S
が
損
わ
れ
な
い
こ
と
が
好
都
合
で
あ
っ
た
。

土
地
の
一
体
性

西独Fシュグァ Jレツグアルト地方における農地の末子4相続

た
と
え
ば
後
掲
ハ
ル
メ
ル
ス
パ
ツ
ハ
(
国
民
自
白
号
宮
町
)
に
お
け
る
一

五
六
三
年
の
映
谷
憲
法
(
吋
V
包
〈
O
民
自
由
ロ
ロ
肉
)
に
は
、
給
付
能
力
の
維
持
の
点
に
領
主
の
利
益
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま

た
一
七
五
四
年
に
ホ
l
ホ
ペ
ル
ク
(
出

2
5常
ぬ
)
の
オ
ー
バ
ー
ア
ム
ト

3
Z
5
5
5
が
パ

l
Jア
シ
辺
彊
伯
に
あ
て
た
報
告
書
の
中
で
は
、

「
農
場
が
一
子
に
相
続
さ
れ
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
有
利
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
農
民
財
産
は
分
割
さ
れ
ず
、
そ
の
結
果

所
有
者
は
常
に
有
能
な
臣
民
で
あ
り
、
彼
の
財
産
か
ら
の
領
主
へ
の
貢
札
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
お
w

し
か
し
末
子
相
続
は
勿
論
長
子
相
続
に
比
し
て
、
領
主
の
利
益
が
少
な
い
。
前
述
の
如
く
、
所
有
の
交
代
が
お
く
れ
る
た
め
、
貢
租
の

支
払
回
数
が
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
考
慮
の
た
め
に
、
末
子
相
続
が
V
ュ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
に
お
い
て
制
限
さ
れ

た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
後
述
の
如
く
、
一
八
世
紀
の
立
法
は
、
多
く
末
子
相
続
を
制
限
も
し
く
は
廃
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
農

民
の
給
付
能
力
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
の
で
は
な
く
て
、

し
た
・
も
の
で
あ
る
と
説
か
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
た
と
え
ば
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
官
吏
が
オ
1
ス
ト
リ
ヤ
政
府
に
あ
て
た
報
告
書
の
中
で

末
子
相
続
か
ら
生
ず
る
不
公
平
(
ロ
ロ
閥
均
ゅ
の
宮
一
m
w
O
R
)
を
避
け
よ
う
と

ご
玉
、
六
年
も
父
の
許
で
。
宮
島
ロ

R
宮

mag由
同
ゆ
を
つ
と
め
、
両
親
が
老
齢
に
な
っ
た
り
、
病
気
を
し
た
と
き
に
は
、
全
家
政
を
つ

か
さ
ど
っ
た
〈
シ
ス
が
、
学
校
を
出
た
ば
か
り
の
ア
シ
ド
レ
ア
ス
レ
に
譲
歩
し
、
家
を
全
部
ひ
き
わ
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ζ

一101-



と
が
、
実
に

L
ば
し
ば
行
わ
れ
る
」
と
い
っ
て
い
る
Q

す
な
わ
ち
農
場
で
い
ち
ば
ん
苦
し
い
労
働
を
し
た
兄
の
汗
の
結
日
間
を
末
弟
が
刈
り

ハ
剖
一
}

と
る
不
当
を
な
じ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
領
主
に
よ
る
末
子
相
続
の
制
限
の
意
図
が
、
単
に
こ
の
よ
う
な
不
公
平
を
除
く
点
に
あ
っ
た
に
と

論

ど
ま
る
か
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
長
子
相
続
の
も
つ
領
主
の
利
益
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
か
は
、

な
お
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
末
子
相
続
の
制
限
な
い
し
廃
止
は
成
功
し
な
か
っ
た
Q

そ
の
理
由
は
、
第
一
に
は
、
領
主
の
権
力
が
そ
れ
ほ
ど
強
く

な
か
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
前
述
の
如
く
と
の
地
方
に
多
く
の
領
主
が
い
て
、
統
一
的
な
権
力
が
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、

そ
し
て

ν

農
場
の
完
全
な
所
有
権
を
も
ち
、
修
道
院
の
領
民
で
あ
る
場
合
で
も
農
場
を
自
由
に
処
分
す
る
自
由

ラ
イ
プ
ア
イ
グ
ネ

(Fag釘
05)
も
、
売
買
や
移
転
が
制
限
さ
れ
な
い
ほ
ど
自
由
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
Q

第
こ
に
は
、
末

子
相
続
が
す
で
に
慣
習
法
と
し
て
確
立
し
、
領
主
の
側
で
も
、
そ
の
存
在
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ユ
グ
ア
ル
ツ
グ
ア
ル
ト
の
農
民
は
、

を
も
ち
、

末
子
相
続
が
「
太
古
以
来
」
(
》
官
界
ロ
ロ
門
同

g
w
E
Bロ
N
S
g《
)
存
在
す
る
慣
習
と
記
さ
れ
、

「
古
い
ド
イ
ツ
人
か
ら
」

(48
号
ロ

ω
F
S
E
E
R
v
g
)
生
じ
た
も
の
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

文
書
の
中
で
は
至
る
と
と
ろ
で

ま
た

(9) (8J (7) (6) (5)性)(3) (2) (1) 
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=ハl
一
八
世
紀
の
諸
立
法

右
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
一
子
相
続
制
度
を
支
え
た
法
令
は
、
す
で
に
一
六
、

七
世
紀
に
存
在
す
る
が
、

一
八
世
紀
に
は
非
難
に
多

ぃ
。
た
だ
こ
の
一
八
世
紀
の
多
く
の
法
令
は
、
前
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、

末
子
相
続
を
廃
し
て
、

長
子
相
続
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
点
に
特

色
が
あ
る
。
以
下
こ
れ
ら
の
諸
立
法
の
中
主
要
な
も
の
を
年
代
順
に
考
察
し
た
い
。

J
A
1
 

キ
シ
チ
シ
ガ
ー
タ
ー
ル
(
関
山
口

N
Z
m
R
F包
)
で
は

こ

一
五
四
三
年
一
月
一
日
の
命
令

p
g
a
m
g
Eロロロ
m)
が
制
定
さ
れ
た
が
、

れ
は
、

る
。

ζ

れ
は
一
子
相
続
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
六

O
七
年
四
月
二
二
日
の
命
令
の
前
身
を
為
す
。
後
者
ば
、
両
親
が
す
べ
て
を
一
子
に
与
え
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
っ
て
い

(ロ)

ハ
ル
メ
ル
ス
パ
ツ
ハ
(
国
R
B耳目
g
n
v
)
で
は

こ
れ
に
よ
る
と
、
末
子
1

1
若

一
五
六
一
二
年
に
峡
谷
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
が

じ
男
子
が
い
な
け
れ
ば
長
女
ー
ー
が
、
農
場
な
ら
び
に
附
属
の
財
産
を
承
継
し
、

他
の
き
ょ
う
だ
い
に
は
金
で
補
償
す
る
(
同
包
件
。
o
E

知
臣
官
民

g
a
o吋
皆
明
者
。

-gロ
)
。
肉
身
の
相
続
人
が
い
な
い
と
き
に
は
、
最
も
古
く
か
ら
の
親
し
い
他
人
の
手
に
農
場
は
帰
す
る
。

場
は
、
行
政
庁
、
裁
判
所
の
関
与
な
く
し
て
は
分
割
さ
れ
え
ず
、
同
一
の
親
等
の
者
に
は
常
に
、
金
で
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ 農



の
幌
谷
憲
法
は

一
六
四
八
年
に
改
正
、
拡
充
さ
れ
た
Q

Fす

一
五
九
四
年
、

パ
I
デ
シ
・
デ
ユ
ル
ラ
ツ
ハ
(
切
包

g
b
cユ
宮
町
)
で
は
、

一
七

O
一
年
三
月
二
日
の
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
マ
グ
ヌ
ス
辺
彊
伯
の
命

令
(
〈

σ
B
Eロロロ
m
a
g
冨
R
W唱
え

g
町
立

-E吋
-nv
富山
w
官
5)
が
出
さ
れ
た
が
、

末
子
が
他
の
き
ょ

こ
れ
は
末
子
相
続
を
前
提
し
て

う
だ
い
に
補
償
を
確
実
に
行
う
べ
き
こ
と
を
定
め
た
。
す
な
わ
ち
、
当
時
レ
ッ
テ
ル
シ
(
河
内
言
。
F)
と
パ

1
デ
シ
ヴ
ア
イ
ラ
1

面
白
島
市
中

毛
色
白
)
の
地
方
で
、
末
男
も
し
く
は
長
女
が
優
先
権

2
2
2
m∞B
n
y
s
-
-い
わ
ゆ
る
選
択
権

6
Z
5
E
B与
件
)
|
ー
を
も
っ
た
が
、

そ
の
場
合
き
ょ
う
だ
い
聞
に
し
ば
し
ば
不
和
が
あ
り

農
場
を
承
継
し
な
い
き
ょ
う
だ
い
の
相
続
分
(
開
号
宮
ユ
窓
口
)
が
長
期
間
支
払
わ

れ
ず
、
不
都
合
を
生
じ
た
の
に
対
し
、
こ
の
命
令
は
こ
の
相
続
分
が
す
み
や
か
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
定
め
た
。
さ
ら
に
一
七
五
五

年
六
月
五
日
の
命
令
は
、
特
に
所
有
の
交
代
の
場
合
の
農
場
評
価
の
問
題
を
扱
い
、
評
価
は
父
自
身
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
公
平
な
人
々

G
E
M宮一円件。広聞の何回ゆ円

g
s
c
に
よ
り
、
真
の
収
益
に
従
っ
て

(En宮
内

庁

5
4
5
5
2
開
立
gm)
な
さ
る
べ
き
こ
と
、
補
償

(
N
向
。
ぽ
吋
)
は
長

期
に
延
期
さ
る
べ
き
で
な
く
、
ま
た
五
%
の
利
息
が
附
さ
る
べ
き
こ
と
を
定
め
た
Q

同

一
七
三
七
年
以
来
、
農
場
を
承
継
し
な
い
き
ょ
う
だ
い
の
相
続
分
を
保
障
す
る
た
め
、
す
べ
て
の

農
場
譲
渡
契
約
(
口
宮
話
$
0
4
2
5
m
)
が
詳
細
に
わ
た
っ
て
官
庁
で
許
可
を
受
く
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
悦
)
一
七
四
五
年
二
一
月

-
五
日
の
命
令
は
、
末
子
相
続
を
法
定
相
続
と
し
て
み
と
め
な
し
か
し
そ
の
後
一
七
五
四
年
六
月
一
七
日
の
改
日

F
経
て
、

フ
ユ
ル
ス
テ
シ
ベ
ル
ク
で
は

一
七
五
七

年
六
月
二
日
の
命
令
で
は
、
誰
が
農
場
承
継
人
に
な
る
か
の
規
準
を
有
能
さ
に
求
め
、
男
子
の
う
ち
年
令
を
と
わ
ず
「
最
も
有
能
な
者
」

{
骨
吋
吋
mw
居
住
W
V
2
0
)
が
え
ら
ば
れ
る
べ
き
こ
と
、

そ
し
て
同
じ
よ
う
に
有
能
な
男
子
の
間
で
は

末
子
が
農
場
承
継
人
に
な
る
べ
き
も

の
と
さ
れ
た
。
そ
の
理
白
書
に
よ
る
と
、
末
子
相
続
が
単
に
不
公
平
吉
ロ

m
q
R
Z
)
で
あ
る
だ
け
で
な
く
不
道
徳
(
ロ
ロ

g
。
B
E
R
g
な
制

-105ー

廃
で
す
ら
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
若
い
将
来
の
農
場
一
本
継
人
が
ハ
ス
の
財
産
を
確
実
に
承
継
で
き
る
と
い
う
の
で
、
良
い
経



説
嘗
者
た
る
に
必
要
な
能
力
を
欠
き
怠
け
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

年
齢
を
と
わ
ず
女
子
が
優
先
し
う
る
こ

と
、
庚
十
場
は
「
中
庸
を
得
た
評
価
で
」

(
F
S
E
E
-
-
n
Eロ
w
a
-
v・
5
5
-
2
2
K
Hロ
R
v
g
m
)
承
継
さ
れ
る
こ
と
等
が
定
め
ら
れ
た
。

命
令
は
そ
の
後
一
七
九
八
年
五
月
}
二
日
に
補
充
さ
れ
た
。

有
能
な
男
子
が
い
な
け
れ
ば
、

乙
の

(ホ)

ォ
l
ス
ト

F
ヤ
の
峡
谷
で
は

一
七
八
七
年
四
月
三
日
に

出
さ
れ
た
。

ヨ
ゼ
フ
二
世
の
勅
令

(
O
Z
R
同
一
月
ユ
】
円
F
O
E
-
Z
E
回
虫
色
口
・
)
が

と
の
勅
令
は
、
末
子
相
続
に
代
え
て
長
子
相
続
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
一
七
九

C
年
一

O
月
二
九
日
の

レ
オ
ボ
ル
ド
二
世
の
勅
令
(
勺
巳

g同
F
2
3邑
口
・
)
も
、
長
子
相
続
を
原
則
と
し
、

た
だ
農
場
承
継
人
と
さ
れ
た
長
男
が
、

理
由
あ
る
拒

絶

(
o
z
v
o鳴
-upao一件。吋

k
p
g
Sロ
仏
)
を
し
た
場
合
に
の
み
、

こ
の
原
則
を
変
更
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
右
二
法
が
、

か
よ
う
に
末
子
相
続

に
代
え
て
長
子
相
続
の
原
則
を
た
て
た
の
は
、
末
子
相
続
の
場
合
、
し
ば
し
ば
再
婚
し
た
母
と
子
供
と
の
聞
で
過
渡
的
経
営
(
阿
ロ
件
。
江
口

g
?

て者
いえ

る25-e， 
し c
かが
じ行
右わ
二れ
法
lま

末
子
に
不
利
と
な
る
こ
と
が
理
由
と
さ
れ

こ
の
場
合
継
父
が
農
場
承
継
人
た
る
末
白
子
を
後
見
す
る
た
め
、

い
ず
れ
も
実
効
を
も
た
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
命
令
は
、
被
相
続
人
の
処
分
の
自
由
(
口
町
吉
田
正

ogt

同
司
色
町
内
W

伊
丹
)
を
制
限
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
農
民
は
生
前
贈
与
や
死
因
贈
与
に
よ
っ
て
、
依
然
と
し
て
末
子
に
相
続
さ
せ
る
と
い
う
方
法

を
と
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
末
子
相
続
は
慣
習
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
契
約
に
よ
っ
て
さ
ら
に
存
続
し
た
。
そ
し
て
ζ

の
二
法

は
、
い
た
ず
ら
に
農
民
の
不
信
と
不
満
、
家
庭
内
の
紛
争
を
招
く
と
い
う
苦
情
が
示
さ
れ
た
。

(5)性)(3) (2) (1) 

〈
φ
臼

4FN-a・
m-
宮山

m即時
』
帆

ym-∞-

c
a
v
a
p
d司
宵
宮
四
宮
崎
皮
肉

gロ
区
白
容
0
・
m-NU∞
同
・

の。多面目
p
・
4
司
即
時

govHH同
g
雪国
OV昨
O
E
O
-
m
-
N
F
h
vロ
5
・
同
-

困問。ロ
v・
m
-
S・

開
。
ロ
F

∞・
ωω
・

106ー



西独シュグァルツヴァノレト地方における農地の末子相続

同幽也)幽回 ω1)(9) 181 (7) (6) 

」
『

o-gwO凶

m
・
2
・

m山内出向
y
m
-
A肝昂・

そ
の
抜
翠
は
、
同
coy-
∞-
H
臼
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

mrwmfm-AF罰・

困問。同町・

m・
8
・

関

S
F
∞-
H
ω
ω
-

M

円。nFm-ω
町
出
回
品

m-

ロAFU
の
む
岡
山
口
明

ω・。∞・

開
。
己
ym-
企
引
回
開
山
口

NgmHMpm-ω∞・

柄。ロ
F
ω
・
ω閉
山
∞
山
田
向

y
m
-
怠
-

柄。ロ
y
m・
8

5
島町出・串
N
U

国泊目白
N
g目
g
-
m・
8
・
な
お
一
七
八
七
年
の
勅
令
に
つ
い
て
中
川
・
相
続
法
の
諸
問
題
図
。
頁
・
四
二
頁
註
七
参
照
。

3 

一
八

O
八
年
の
勅
令
お
よ
び
一
九
世
紀
に
お
け
る
変
遷
ノ

か
く
て
一
九
世
紀
を
迎
え

ν
ュ
グ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
も
ブ
ラ
シ
ス
革
命
の
影
響
の
余
波
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。

一
八

O
六
年
以
来

vv
ュ
ヴ
ア
ル
ツ
グ
ア
ル
ト
の
大
部
分
は
、
パ

1
デ
ン
大
公
園
(
の
さ
宮
町
吋
N
。
m
E
S
回
白
骨
ロ
)
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
、
パ

1
デ

シ
政
府
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
コ
ー
ド

-
V
ヴ
イ
ル
を
パ
l
J
ア
シ
の
一
般
ラ
シ
ト
法

(σ
包

-nygω
ロ
mmHHM包ロ
2
戸
山
口
門
町

R
E
)
と
し
て
導
入
し

ν
ュ
グ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
に
適
用
さ
れ
た
。

た
。
従
っ
て
ゴ

1
ド・

νヴ
イ
ル
は

一
九

O
O年
に
ド
イ
ツ
民
法
が
施
行
さ
れ
る
ま
で

し
か
し
コ
ー
ド
-
V
ヴ
ィ
ル
の
中
、
相
続
財
産
の
絶
対
的
、
強
制
分
割
(
℃
問
円
高
ゆ
問
。
円
忠
一
ロ
ロ
σえ
吉
区
内

N
d
司
自
明
R
ロ

gm)
の
原
則
は
、

土
地
の
自
由
化
、
法
的
拘
束
の
撤
廃
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
ジ
ユ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
に
お
け
る
一
子
相
続
と
矛
盾
し
て
、

土

地
の
移
動
と
細
分
化
を
導
く
こ
と
に
な
る
。
そ
と
で
パ

1
デ
シ
政
府
は
、
肥
沃
で
な
い

V
ユ
ヴ
ア
ル
ッ
ワ
ア
ル
ト
に
は
、

-107ー

一
子
相
続
の
方

が
経
済
的
に
有
利
で
あ
る
と
判
断
し
て
、
分
割
相
続
を
採
用
せ
ず

一
子
相
続
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
と
し
た
Q

す
な
わ
ち
ブ
右
に
述
べ



た
ラ
シ
ト
法
の
制
定
前
、
一
八

O
八
年
三
月
二
三
日
勅
令

B
a
E
)
を
出
し
て

(
Z
E
g
E注
目
ロ
宮
古
S
E
E晃
容
包
含
口
司

s
gぬ
品
提
出

E
E
H
E
H
S
F岡
市

E
O
E
E
5
2
厚
Z-
切
患
仲
間
曹
司
冊
目
町
立
問

w
o
x
a
a
ぎ
昇
。
即
日
田
哲

g
S丘
四
宮
山
仲
間

g
gロ仲

SEMU-
居
世
司

N
E
5
(別品
-
R

一
子
相
続
を
維
持
し
、
後
に
そ
の
規
定
を
一
ア
ジ
ト
法
に
と
り
こ
ん
だ
(
宮
島
田

S
g
N
E宥
g
o
g
z
n
F
k
rユ
毘
叶
ロ
玄
白
隠
ご
叫
)
。

一
定
の
不
分
割
農
場

(
m
g
n
E
S∞
8
0
図。

Z
P芯
円
)
は
一
子
に
よ
っ
て
相
続
さ
れ
る
。
不
分
割
農
場
と
な
る
か

-108-

m-
喧
白
)
)

右
の
勅
令
に
よ
る
と

否
か
の
規
準
は
、
「
法
律
も
し
く
は
、
本
法
以
前
に
あ
っ
た
熟
し
た
慣
習
に
よ
り
、
農
場
が
常
に
分
割
さ
れ
な
い
で
一
人
の
所
有
者
か
ら
他

の
所
有
者
へ
と
移
転
し
、
し
か
も
今
百
な
お
実
際
に
分
割
さ
れ
な
い
で
所
有
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
事
実
に
よ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
農
場
は

例
外
的
に
管
轄
行
政
官
庁
の
許
可
が
あ
る
場
合
に
の
み
分
割
が
許
さ
れ
る
。
農
場
承
継
人
に
は
、
譲
渡
契
約
等
で
定
め
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、

末
男
ま
た
は
長
女
が
な
る
。
農
場
承
継
人
の
特
権
は
、

い
わ
ゆ
る
百
ロ
丘
一

nF2krロ
R
F
E
m
と
呼
ば
れ
る
相
続
分
の
評
価
の
点
に
存
し
、

そ
れ
は
農
場
の
「
そ
の
地
方
一
般
の
交
換
価
格
」

G
E
E
-以
zmmHq〈
〈
日
付
由
民
印
君
。
円
丹
)
の
四
分
の
一
な
い
し
十
分
の
一
で
あ
る
。
若
し
農

場
承
継
人
が
不
具
等
に
よ
り
、
特
権
を
行
使
で
き
な
い
と
き
に
は
、
農
場
を
承
継
し
た
者
か
ら
、
離
農
金
(
ぐ

az--回想
E
u
k
F
Z円伊丹仲間問巾
E
U

そ
れ
は
債
務
を
除
い
た
農
場
評
価
額
の
五
%
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

K
戸
ぴ
4

号付}戸田
mmE)
を
請
求
で
き
る
が
、

か
よ
う
に
し
て
一
子
相
続
制
度
は
、
当
時
の
自
由
主
義
的
気
運
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
般
-
フ
シ
ト
法
の
中
に
と
り
こ
ま
れ
、
近
代
に
お

け
る
発
展
へ
の
橋
頭
壁
を
築
く
ζ

と
が
で
き
た
。

一
子
相
続
制
度
は
ま
さ
に
右
勅
令
と
と
も
に
一
九
世
紀
に
お
け
る
新
し
い
展
開
の
局
面

を
迎
え
、

一
方
に
お
い
て
は
、
自
由
主
義
の
立
場
か
冒
り
す
る
自
由
分
割

2
2
5
吋

2
5句
Z
E
の
要
求
、
他
方
に
お
い
て
は
、
農
場
所
有

乙
の
過
程
を
眺
め
よ
う
Q

者
の
利
益
と
結
び
つ
い
た
政
府
の
側
か
ら
の
一
子
相
続
制
度
の
強
化
の
相
魁
を
生
ん
だ
Q

す
で
に
一
八
二

O
年
に
は
、
農
場
不
分
割
の
廃
止
が
内
務
省
で
問
題
と
な
り
、

一
八

O
八
年
の
勅
今
は
維
持
さ
れ
た
。

地
方
に
よ
っ
て
は
こ
れ
を
廃
す
べ
き
か
否
か
が
論
議
さ

れ
た
が
、
結
局
経
済
的
な
考
慮
か
ら



一
八
三

0
年
代
に
は
、
再
び
農
場
不
分
割
廃
止
の
動
き
が
あ
っ
た
の
で
、
内
務
省
は
一
八
一
二
六
年
に
、
不
分
割
撲
場
の
存
す
る
全
地
区

の
役
所
に
、
自
由
分
割
を
導
入
す
べ
き
か
否
か
を
は
か
っ
た
が
、
ト
リ
ベ
ル
ク
(
吋
江
σqm)
と
ホ
ル
シ
ペ
ル
ク
(
固
定
ロ
σ2m)
を
除
い
て

は
す
べ
て
不
分
割
の
継
続
を
望
む
解
答
が
寄
せ
ら
れ
た
。
か
く
て
内
務
省
は
、
一
八
三
七
年
一
一
月
四
日
、
一
八

O
八
年
の
勅
令
に
対
す

る
施
行
令
弓
。
ロ
Nロぬ
2
2
2
E
-
Z
D
m
N
Z
B
何
色

E
5
5
8・
宮
川
町

N
H∞
。
∞
)
を
制
定
し
、
土
地
所
有
権
の
移
動
を
ひ
ろ
げ
、

警
察
の
許

た7可
。》の

下
lと

d

農
場
の
分
割
や
個
々
の
物
件
の
分
離
を
み
と
め
た
が

こ
れ
に
よ
っ
て
も

ト
り
ベ
ル
ク
の
住
民
の
満
足
は
え
ら
れ
な
か
づ

二女ァ Jレアグアルト地方における幾端の求手相続

ト
P
ベ
ル
ク
の
住
民
が
農
場
不
分
割
の
全
面
的
廃
止
を
議
会
に
請
願
し
た
Q

す
な
わ
ち
、

ア
ル
ト
で
時
計
工
業
に
従
事
す
忍
人
々
が
、
自
由
な
土
地
取
得
に
よ
っ
て
家
計
の
支
柱
と
、
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
転
機
の
拠
り
ど
こ
ろ
を
得

乙
の
請
願
は
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
農
民
も
内
務
省
も
、
不
分
割
の
廃
止
を
欲
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
れ
レ

一
八
四

O
年
に
な
る
と
、

ν
ュ
グ
ア
ル
ヅ
ヴ

た
い
と
願
っ
た
が

一
八
四
八
年
の
革
命
に
際
し
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
特
権
の
廃
止
が
問
題
と
な
り
、

民
議
会
で
は
、
土
地
の
自
由
分
割
(
色
。
守
色
。
吋
巳

g
R
W包
件
。

g
c
Eロ仏}括的
5
2
)
が
宣
言
さ
れ
た
が
、

一
八
四
九
年
の
ブ
ラ
シ
ク
フ
ル
ト
に
お
け
る
ド
イ
ツ
国

乙
の
と
き

ν
ュ
グ
ア
ル
ツ
グ

ア
ル
ト
の
各
地
か
ら
、
数
百
人
の
署
名
入
り
の
六
九
の
請
願
書
が
ブ
ラ
シ
ク
フ
ル
ト
の
議
会
に
掴
提
出
さ
れ
、

ν
ュ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
の

農
場
制
度
の
長
所
を
示
し
た
上
で
、
土
地
分
割
の
問
題
は
、
ラ
シ
ト
の
立
法
に
委
ね
て
欲
し
い
と
願
つ
勺

か
よ
う
な
ブ
ラ
シ
ク
フ
ル
ト
議
会
の
動
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
パ

1
Jア
シ
政
府
は
、

き
わ
め
て
保
守
的
傾
向
を
示
し
、

一
八
五
五
年
に

は
、
新
し
い
一
子
相
続
法
の
草
案
を
作
り
、
議
会
に
提
出
し
た
。
そ
れ
は
新
し
い
不
分
割
農
場
の
創
設
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
り
、
一

O
、

所
有
者
の
明
示
の
意
思
行
為
に
よ
り

法
律
上
の
不
分
割
農
場

(mBOREnv
-109-

。
。
。
グ
ル
デ
シ
以
上
の
農
業
資
産

p
g
a
m
E
)
は、

尊師
ny--285
一
回
え
包
Z
円
)
と
為
さ
れ
う
る

@
L
か
し
他
面
で
は
、

従
来
の
絶
対
的
不
分
割
の
原
則
を
修
正
し
、
条
件
的
な
譲
渡
と
負
債

¥< ~ 
l 、



フ
イ
日
ア
イ
コ
ミ
ス

ほ
と
ん
ど
貴
族
世
襲
財
産
と
え
ら
ぶ
と
こ
ろ
の
な
い
も
の
で

あ
り
、
結
局
第
一
一
院
の
同
意
を
得
ら
れ
な
い
で
、
法
律
と
し
て
成
立
し
な
か
っ
た
。

む
可
能
性
一
を
認
め
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
か
よ
う
に
拘
束
さ
れ
た
土
地
は
、

-110-

一
子
相
続
制
度
に
対
す
る
賛
否
の
議
論
は
頂
点
に
達
し
た
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の

新
し
い
世
界
観
の
影
響
を
受
け
て
、
近
代
的
な
法
思
想
に
よ
り
、
土
地
所
有
は
動
産
所
有
の
場
合
と
区
別
す
べ
き
で
な
い
と
論
じ
ら
れ
勺

か
く
て
一
八
六

0
年
代
か
ら
七

0
年
代
に
か
け
て
、

法
律
学
説
と
し
て
は
、
農
場
を
承
継
し
な
い
共
同
相
続
人
の
不
利
益
に
着
目
し
て
、

一
子
相
続
に
反
対
の
見
解
が
示
さ
れ
た
が
、
経
済
学

農
地
を
商
品
と
同
様
に
扱
う
べ
し
と
の
見
解
は
と
ら
れ
な
か
っ
た
。
パ

I
Jア
シ

政
府
も
一
子
相
続
に
つ
い
て
、
プ
1
ヘ
シ
ペ
ル
ガ
I
の
一
八
八

0
年
代
の
調
査
や

ν
ユ
ツ
プ
の
著
者
に
よ
り
、
農
場
法
の
必
要
性
を
確
信

す
る
に
至
っ
た
。

説
と
し
て
は
、

む
し
ろ
保
守
的
傾
向
が
支
配
的
で
あ
り
、

そ
こ
で
パ

l
デ
シ
政
府
は
、
遂
に
一
八
八
八
年
五
月
二
三
日
の
一
子
相
続
法

(
U
B

聞の

E
C師
団

3
8
民
主
抱
罫
肖

σ
2
5
B
wロ
門
戸
の
切
巴
・

ω・
い
お
印
)
の
制
定
に
成
功
し
た
。
こ
の
法
律
が
制
定
さ
れ
た
の
は
、
一
八

O
八
年
の
勅
令
が

。
何
回
開
門
N

Nω
・

m o 

宮
川
町
N

H

∞∞∞・念。

唱
。
同
凶

一
子
相
続
の
対
象
と
な
る
農
場
の
範
囲
を
明
確
に
規
定
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
ど
の
農
場
が
一
体
的
に
相
続
さ
れ
る
べ
き
か
が
明
ら
か
で

な
く
、
そ
の
結
果
農
場
が
漸
次
零
細
化
(
句

RNO--wEロ
閃
)
さ
れ
、
一
子
相
続
制
度
が
崩
解
す
る
危
険
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
一

八
八
八
年
の
法
律
で
は

一
八

O
八
年
の
勅
令
施
行
以
来
継
続
し
て
一
体
的
に
相
続
さ
れ
た
農
場
を

一
定
の
手
続
の
下
に
法
律
上
の
不

照
)
と
同
様
)
に
つ
い
て

一
五
の
区
裁
判
所
地
区

(KMggmoEnzmgN町
W
O
)
(
後
の
一
八
九
八
年
法
第
一
条
に
掲
げ
ら
れ
た
区
域
(
附
一
参

四
九
四
三
の
不
分
割
農
場
を
確
定
し
Jmr

分
割
農
場
と
み
る
こ
と
と
し

し
か
し
そ
の
他
の
相
続
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

典
が
一
子
相
続
に
対
し
て
と
る
態
度
を
待
つ
こ
と
と
し
て
何
等
規
定
し
な
か
っ
切

ド
イ
ツ
民
法

(1) 

開
。
己
y
m
-
A
p
h
・
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e Koch， S. 45 f. 
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@ Koch， S. 47，Heinzmann， S. 40f. 

重量 K.oeh， S. 47. 

E K.och， S. 47 f.; Siegl， S. 10; Heinzmann， S. 41. 
9QK.o巴h;S. 48. 
e Koch， S. 48f.; Brinkmann， S. 515; Heinzmann， S. 41; Siegl， S. 30; Veltzke， S. 18 f. und 80ff. 

~ Koch， S. 49; Siegl， S. 10. 

Er Siegl， S. 10. 
雪 Buchenberger，Die Lage der bauerlichen Bev凸lkerungim Grosherzogtum Baden. Schriften des Vereins fur SOzial-

politik XXIV， 3， 1883. 

亘 Scbupp，Die geschlossenen Hofguter im Amtsbezirk W olfach， 1870. 

~ Koch， S. 49f.; Heinzmann，S. 41. 

~ Kocb， S. 50; Siegl， S. 11; Heinzmann， S. 41. 

事 Koch，S. 12 und S. 19. 
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点
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
農
場
の
不
分
割
の
廃
止
、
個
々
の
部
分
の
分
離
、

な
ら
び
に
農
場
を
数
箇
の
不
分
割
農
場
に
分
割
す
る
に
つ

-llfー

い
て
は
、
管
轄
行
政
官
庁
の
許
可
を
必
要
と
し
た

(二一条)。

一
八

O
八
年
の
勅
令
に
対
す
る
大
き
い
特
色
は
、
交
換
価
格
で
な
く
、
収

益
価
格
(
開
ユ

g
m
g
S一
洋
)
で
農
場
財
産
を
評
価
す
べ
き
こ
と
と
し
た
こ
と
、

お
よ
び
農
場
の
経
済
カ
を
維
持
し
、

過
度
の
負
担
を
避
け
る

た
め
、
収
益
価
格
の
五
分
の
一
だ
け
は
、
債
務
の
つ
か
な
い
形
で
農
場
を
承
継
す
べ
き
こ
と
と
し
た
点
に
あ
る

(一

O
条
)
。
し
か
し
一
子

相
続
人
辛
口
。
号
。
)
の
先
取
相
続
分
{
〈
。

5
5
)
は
み
と
め
な
か
っ
た
。

ま
た
一
子
相
続
権
者
の
離
農
金
(
〉
宮
号
g
m
o
E
)
も
原
則
と
し

て
認
め
な
か
っ
た
二
子
相
続
人
の
優
遇
は
、
農
場
の
経
済
力
維
持
を
達
成
す
る
限
り
で
の
み
正
当
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
離
農
金
請
求
権

は
、
か
よ
う
な
一
子
相
続
制
度
の
根
底
に
存
す
る
思
想
と
相
容
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
農
場
を
ゆ
ず
る
者
の
終
身
扶
養
(
戸

o
-
Z
R宮
)

こ
の
法
律
は
何
ら
法
的
規
整
を
し
な
か
っ
た
。
一
子
相
続
人
に
末
男

や
過
渡
的
経
営

(
H
E
2
2
g
m三
円
仲
田
与
え
丹
)
の
権
利
に
つ
い
て
も
、

か
長
女
か
な
る
点
で
は
、
従
来
の
法
お
よ
び
慣
習
を
承
継
し
む
(
七
条
)

Q

な
お
こ
の
法
律
の
草
案
で
は

一
八
八
八
年
法
が
対
象
と
し
た
一
五
の
区
裁
判
所
地
区
以
外
で
、
従
来
一
子
相
続
慣
行
の
行
わ
れ
て
来

た
二
七
の
地
区
(
南
シ
ュ
グ
ア
ル
ツ
グ
ア
ル
ト
、
ド
ナ
ウ
、
ボ
|
デ
ン
ゼ
1
地
方
)

に
も
、

乙
の
法
律
の
適
用
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る

が
、
第
二
院
の
法
律
委
員
会
で
は
、

ド
イ
ツ
民
法
の
規
定
の
活
用
に
よ
っ
て
解
決
す
べ
き
だ
と
の
見
解
が
一
ボ
さ
れ
、
結
局
適
用
区
域
は
一

八
八
八
年
法
の
場
合
と
同
様
に
な
っ
た
。

シ

tとこ
適の
用ー
さ/¥
れ九
たτ/¥
r 年

後法
者は
は、

一
九
三
三
年
九
月
二
九
日
の
帝
国
世
襲
農
場
法

B
O
W
E
Z円
F
O
R
m認
定
)
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
、
パ
l
デ

そ
の
具
体
的
内
容
は
、

い
わ
ゆ
る
直
接
的
一
子
相
続
制
を
採
用
し
、
多
く
の
点
で
パ

I
Jア
シ
の
一
八
九
八
年
法
を
修
正
し
た
が
、

す
で
に
わ
が
国
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
考
察
し
な
い
。

第
二
次
大
戦
終
了
後
、

一
九
四
五
年
の
連
合
軍
の
管
理
法
第
四
五
号
(
関
。
ロ
可
♀
町
田
高
g
m
R
Z叶
・
合
)
に
よ
っ
て
、

右
ナ
チ
ス
の
世
襲



斗グヶ)~ァーがy，')レド地方における童基地

農
場
法
は
廃
止
さ
れ
(
一
条
)
、
一
九
三
三
年
一
月
一
日
現
在
に
効
力
を
有
し
て
い
た
ラ
ン
ト
の
法
が
復
活
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
今
一
条
)
、

一
九
四
九
年
七
月
一
二
日
の
立
法
定
患
切
包

5
Z
U
E
g肉
g
Z
N
g
σ
2
仏
芯
君
ぽ
骨

5
5
B
V
Eロ
ぬ
向
日

g

河

R
Y宮
内
凶

q
m
O
R
E
S
Zロ
g
図
。

f
p
g司

g
g
H
N・
甘
口
出
品
。
(
切
包
-
C〈
E
-
N∞
∞
)
)
に
よ
り
、
一
八
九
八
年
法
の
復
活
を
確
定
し
て

そ
の
後
パ

I
デ
シ
州
は

現
在
に
至
っ
て
い
る
。

一
四
一
の
土
地
登
記
所
地
区
に
つ

そ
れ
は
一
八
九
八
年
法
に
基
づ
い
て
確
定
さ
れ
た
不
分
割
農
場

φ
数
よ
り
五
一

O
だ
け
少
な
く
な
っ
て
い
る
。

ζ

の
法
律
の
対
象
と
す
る
不
分
割
農
場

(
m
g
n
E
2
8
5
出
。
町
内
正
常
)
は

い
て
四
五
三
三
で
あ
り
、

出

関

OOF-
∞-
P
当
局
o
g
g
y
m
-
E埼
・
は
こ
の
法
律
の
原
文
を
掲
げ
る
Q

間
関
。

nvwm-
宮崎・

間

m
r
m
y
m
-
S・

凶
肉
。

nv-m-g向
・
と
く
に
∞

-gugmmrm-
ロ・

間
切
曲
目
各
国
由
時
一
喜
え
ぬ
8
2闘
の
六

O
条
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た

(ωshu-m-E)
。

制
剛
我
妻
栄
他
「
ナ
チ
ス
の
法
一
律
」
、
農
林
省
「
独
逸
聯
邦
世
襲
農
場
法
」
、
金
沢
理
康
「
独
逸
新
世
襲
農
園
法
論
」
、
西
村
勉
「
ナ
チ
ス
世
襲
農
場
関
係
法

令
」
(
法
協
五
三
巻
六

l
一
O
号
)
、
山
田
康
「
独
逸
国
世
襲
農
場
法
に
つ
い
て
」
(
法
協
五
五
巻
九
・
一

O
号
)
、
谷
口
知
平
「
独
逸
世
襲
農
場
法
と
我
家

替
相
続
制
」
(
志
林
回
二
巻
一
号
)
、
八
木
芝
之
助
「
一
子
相
続
法
特
に
ナ
チ
ス
世
襲
農
場
法
」
(
家
族
制
度
全
集
一
部
五
巻
)

Q

m
v
g関
守
巧
邑
戸
匂
山
由
民

asa国民
間
関

4
0
自
民
-
b
・同三
-
H
Eア
品

-hHd『
f
s
E
-
∞-E-

末
子
相
続
制
度
の
内
容

ー
以
上
に
お
い
て
末
子
相
続
制
度
を
規
律
す
る
法
の
発
展
を
概
観
し
た
が
、

以
下
末
子
相
続
制
度
の
内
容
に
立
ち
い
っ
て
考
察
し
た
い
。

乙
の
場
合
、
法
的
規
律
と
同
時
に
相
続
慣
行
両
号
包
2
0
)

が
重
要
で
あ
る
。
し
か
も
、

γ
ュ
ヴ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
に
お
け
る
相
続
慣
行
は
、

時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る
こ
と
が
少
な
い
と
い
わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
相
続
慣
行
に
重
点
を
お
き
つ
つ
、
農
場
承
継
人
の
地
位
、

-113-



お
よ
び
共
同
相
続
人
の
地
位
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

た
だ
第
二
次
大
戦
後
の
現
状
に
つ
い
て
は
、
。
。
ユ
ロ

m
の
論
文
以
外
は
参
照
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、

必
ず
し
も
十
分
で
な
い
こ
と
を
お
断
り
す
る
Q

出

関

S
F
m
.
2山
安
司
同
国
内

-m.HE・

1 

農
場
承
継
人
の
地
位

す
で
に
く
り
か
え
し
述
べ
た
よ
う
に
、

ν
ュ
グ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
の
大
部
分
の
地
方
で
は
、
農
場
承
継
人
に
末
男
子
が
な
る
(
富
山
口

O
B仲)

三
分
の
一
税
の
義
務
が
消
滅
し
て
も
な
お
終
身
扶
養
の
負
担
を
軽
減
せ
し
め

る
点
に
お
い
て
、
末
子
相
続
制
度
は
合
理
的
根
拠
を
も
っ
た
。
若
し
末
男
子
が
不
具
等
に
よ
り
農
場
を
承
継
で
き
な
け
れ
ば
次
兄
が
継
ぎ
、

兄
弟
の
い
な
い
場
合
に
は
、
長
女
が
承
継
し
た
。
た
だ
し
例
外
的
に
末
女
が
承
継
し
た
地
方
も
あ
る
。
長
女
に
継
が
せ
る
こ
と
に
し
た
の

の
が
慣
行
で
あ
り
、

一
九
世
紀
初
頭
、

立
法
で
あ
っ
た
。

的は
考
腫年
iζ 長
基で
づ結
い 白書
たの
も機
の会
での
あ少
るτな

長
女
が

そ
れ
だ
け
よ
り
早
く
結
婚
で
き
る
(
》
自
己

g
富
山
ロ
ロ
自
宵
町
長

8
2
5
と
い
う
合
理

た
だ
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
第
一
次
大
戦
以
後
、

こ
の
よ
う
な
末
子
相
続
の
慣
行
に
若
干
の
変
化
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち

一
八
九
八
年
法
が
末
男
、
も
し
男
子
が
い
な
け
れ
ば
長
女
を
法
定
相
続
人
に
し
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、

一
九
三

O
年
の
プ
リ
シ
ク

マ
シ
の
著
書
に
よ
る
と
、
実
際
に
は
生
前
の
財
産
譲
渡
契
約
百
旦
凹

5
2関与
2
R昨日
m
一
白
豆
島
山
口
同
)
に
よ
っ
て
、
右
の
法
律
の
定
め

た
法
定
相
続
(
同
局
窓
田
宮
怠
司
毘
。

zo)
は
回
避
さ
れ
、

い
ち
ば
ん
適
し
た
子

2
2
m
2釘
ロ
呉
国
件
。
自
己
色
)
を
譲
受
人
に
え
ら
ぶ
方
法
が
と
ら

れ
る
。
そ
し
て
末
予
相
続
の
地
方
の
ほ
か
に
、
長
子
相
続
(
宮
ω守
E
S
の
行
わ
れ
る
地
方
が
か
な
り
出
て
い
る
。
と
う
し
た
傾
向
は
、

第
二
次
大
戦
以
後
さ
ら
に
顕
著
で
あ
り
、
多
く
の
男
子
が
戦
争
で
死
亡
し
た
り
行
方
不
明
に
な
っ
た
結
果
、

か
つ
て
の
末
子
相
続
の
原
則

，Mマ
ザ

i



を
厳
格
に
維
持
す
る
こ
と
は
困
難
と
な
っ
た
。
ま
た
戦
後
、
経
済
の
不
安
定
に
伴
な
っ
て
農
場
の
承
継
が
延
期
さ
れ
た
結
果
、
長
男
が
農

業
務
}
助
け
、
末
男
が
手
工
業
を
学
ん
だ
場
合
も
多
く
、
こ
の
場
合
に
は
末
子
相
続
の
原
則
を
貫
く
こ
と
は
不
当
な
結
果
を
生
ず
る
。
さ
ら

に
男
子
が
他
の
職
業
に
つ
い
て
独
立
し
て
い
る
場
合
に
は
、
女
子
が
農
場
を
承
継
す
る
事
例
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
伝
統
的
な
末

子
相
続
の
慣
習
は
動
揺
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
一
般
的
に
は
、
末
子
は
「
適
し
て
い
る
か
ぎ
り
」

(
3
F
E出
向
唱
包
唱
MEa・)、

「
農
場
を
承
継
す
る
最
大
の
チ
ヤ
シ
ス
」
(
=
ロ
R
F
-
B
B
2
島
町
明
・
0
p
g
ロ
の
町
田
口
円
。
口
同
E
b
-
o
出
。
富
一
宮
同
E
F
B
O
E
)
を
今
日
で
も
も
っ

て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

西独シュグア Jレツグアルト地方における農地の末子相続

慣
習
に
よ
る
と
、
末
男
は
大
人

0
8
8ロ
E
B
E
F
B《
)
|
|
通
常
二
五
歳
ー
ー
に
な
る
と
農
場
を
承
継
し
た
Q

ゲ

l
p
シ
グ
の
調
査

に
よ
る
と
、
第
二
次
大
戦
以
後
、

一
九
四
八
年
の
通
貨
改
革
以
前
に
は
農
場
譲
渡
が
殆
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、

そ
の
後
通
貨

の
安
定
と
と
も
に
、
次
第
に
早
目
に
農
場
譲
渡
が
行
わ
れ
る
に
至
り
、

一
九
五

C
i五
三
年
に
聖
ぺ

1
タ
1

聖
メ
ル
グ

γ
、
ブ
ラ
イ
ト

の
三
村
で
行
わ
れ
た
二
一
件
の
農
場
譲
渡
に
お
い
て
、

ナ
ヲ

B
E
g
s
~

承
継
人
の
年
齢
は

二
六
|
三
O
歳
が
最
も
多
く
て
九
件

(
四
二
・
九
%
〉
、

つ
い
で
三
一
l
三
五
歳
が
五
件
七
三
了
八
%
)

一
六
四
O
歳
が
五
件
(
二
二
了
八
%
)

四

一

四

五

歳

が

二

件

(
九
・
五
%
)
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
応
し
て
農
場
譲
渡
人
の
年
齢
は

六
五
六
九
歳
が
最
も
多
く
て
八
件
(
三
八
・
一
%
〉
、

七
O
l
七
四
歳
が
七
件
(
三
三
・
三
%
)
、
六
O
|
六
四
歳
が
三
件
(
一
四
・
三
%
)
、

が
一
件
(
四
・
八
%
)
と
な
っ
て
い
る
。

七
五
l
八
O
歳
が
二
件
(
九
・
五
%
)
、
六
O
歳
以
下

農
場
承
継
権
者
が
、
自
己
の
過
失
に
よ
ら
な
い
で
、

慣
習
に
よ
る
と
、

農
場
を
承
継
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、

い
わ
ゆ
る
離
農
金

そ
の
額
は
き
わ
め
て
高
く
、

農
場
承
継
人
は
し
ば
し
ば

-115-

(
K
F
ぴ省庁}岡田
mog)
と
呼
ば
れ
る
放
棄
金
(
K
F
σ

田
宮
包
括
σ冨
)
を
請
求
で
き
た
が
、

因
窮
に
陥
っ
た
。

一
八
O
八
年
法
が
、

乙
の
離
農
金
を
認
め
た
の
に
対
し
こ
一
3
参
照

一
八
九
八
年
法
が
、
原
則
と
し
て
こ
れ
を
認
め



な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
(
ニ

4
参
照
)
Q

116-

5か
('tふ

と1 う
b な

尋壁
ば場
れを

尚喜
す
円屯

き
子
は

「
特
権
を
有
す
る
子
」

(己ゆ円〈。吋同角川口由})巾一『
m
w
h
y
巴ぬ件。

ω。
げ
ロ
。
己
⑦
『
《
凶
】
巾
司
。
2
M
w
出回げゆ司伶
H
H
V

包ぬ件。

そ
の
特
権
と
い
う
の
は

す
べ
て
の
不
動
産
と
農
場
経
営
に
必
要
な
す
べ
て
の
動
産
を
承
継
す
る
こ
と
で
あ

る
。
「
一
子
だ
け
が
財
産
な
ら
び
に
家
畜
と
農
具
、
飼
料
と
肥
料
を
得
る
」
と
い
わ
れ
た
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
動
産
を
均
分
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
今
日
で
も
一
子
相
続
人
は
、
農
場
の
ほ
か
す
べ
て
の
農
具
お
よ
び
家
具
を
承
継
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
。

売
買
契
約
の
形
式
が
と
ら
れ
、
こ
の
契
約
は
百
三

mwg州
場
合
に
よ
っ
て
は
譲

渡
・
贈
与
契
約
(
口
宮
話
白

Z
1
5九

p
v
g
Eロ
m
2
2
5
m
)
と
呼
ば
れ
た
o

コ
ツ
ホ
臥
げ
と
の
契
約
の
法
律
的
由
貿
に
つ
い
て
、
そ
れ
が

「
特
権
を
有
す
る
子
」

が
農
場
を
承
継
す
る
に
は
、

決
し
て
贈
与
で
は
な
く
、
む
し
ろ
終
身
扶
養
契
約
と
い
う
法
律
的
衣
を
ま
と
っ
た
売
買
契
約

(
2口
問
自
守
巾

3
5
E白
骨

B
E
H
E広
島

g

農
場
譲
渡
人
に
対
す
る
終
身
挟
養
義
務
が
非
常
に
大
き
く
、

農

。045ロ
a
o
o
g
g
r
-
σ
m
o
a
-ロ
m
s
o
ユgmm)
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

場
承
継
人
に
は
財
産
の
利
得
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
農
場
譲
渡
人
は
、
利
己
的
な
動
機
か
ら
、

農
場
承
継
人
に
え
ら
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
。

最
高
の
譲
受
け
の
値
を
つ

け
た
子
、

も
し
く
は
最
上
の
終
身
扶
養
を
し
て
く
れ
る
子
を
、

一
八
九
八
年
法
が
法
定
相
続
を

そ
の
後
も
実
際
に
は
、
被
相
続
人
が
生
前
に
譲
渡
契
約
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
が
、
今
日

で
も
聞

C
E回目
S
E
の
形
式
に
よ
っ
て
、
特
別
の
事
情
の
な
い
か
ぎ
り
、
農
場
を
被
相
続
人
が
生
前
に
譲
渡
(
念
。
己
ゲ

2
m白
-Z
品
自
民
え

g

N
Z
F
A
Wぴ
N
o
-
窓
口
門
田
町
印
刷
円
宮
ω回
出
向
田
)
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
。

403gm)
も
か
な
り
行
わ
れ
た
の
に
対
し
、

規
定
し
た
の
に
か
か
わ
ら
ず
、

相
続
契
約
(
関
与
j

今
日
で
は
相
続
契
約
は
殆
ん
ど
行
わ
れ
ず
譲
渡
契
約
の
方
法
だ
け
が
と
ら
れ
て
い
る
。

な
お
第
一
次
大
戦
以
後
に
は

譲
渡
契
約
の
ほ
か
に

慣
習
に
よ
る
と
、
農
場
を
き
ょ
う
だ
い
聞
で
末
子
が
取
得
す
る
場
合
も
、
売
買
の
形
式
が
と
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
も
し
両
親
が
相
続

財
産
に
つ
い
て
何
等
指
示
を
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
相
続
人
は
助
言
者
(
切
段
位
以
豆
町
)
、

フ
ォ
ー
ク
ト
(
〈
。
E
H
H
M
M

同
ロ
ロ
同
)
と
と
も



に
、
当
該
の
農
場
に
集
ま
り

い
わ
ゆ
る
「
売
買
の
日
」
(
穴
山
口
問
Zm)
を
聞
い
た
Q

人
々
は
価
格
そ
の
他
の
事
情
を
吟
味
し
、

共
同
相
続

'
人
は
農
場
を
一
定
の
評
価
で
「
特
権
を
有
す
る
子
」
に
提
供
し
た
。
後
者
が
同
意
す
れ
ば
売
買
は
完
了
し
、
契
約
は
官
庁
に
よ
っ
て
確
認

(切

g
g同一
mgMm)
さ
れ
、
売
買
書
(
関

S
Fユ
民
)
が
作
成
さ
れ
た
。
今
日
で
も
農
場
承
継
人
は
、
あ
た
か
も
遺
産
で
農
場
を
買
う
が
如

く
、
遺
産
分
割
契
約
百
『

Eo--ロロ関田
SHAg巴
は
、
売
買
の
形
が
と
ら
れ
る
。

慣
習
に
よ
る
と
こ
の
場
合
農
場
は
低
く
評
価
(
V
玄

E
m
g
m
g田
町
民

2
k
r
g
n
F
U
m
e
さ
れ
、

い
し
五
分
の
一
で
あ
り
、
時
に
こ
れ
を
下
ま
わ
る
と
と
も
あ
っ
た
。

通
常
そ
れ
は
真
の
農
場
価
格
の
六
分
の
一
な

槻
す
で
に
た
び
た
び
ぶ
れ
た
よ
う
に
、
農
場
承
継
人
は
、
農
場
を
譲
り
受
け
る
か
わ
り
に
、
農
場
譲
渡
人
た
る
父
、
お
よ
び
そ
の
妻
に
対
し
て

ー
2

中
川
終
身
扶
養

(zgm町内
azm)
の
義
務
を
負
つ
~
'
鳴
そ
の
内
容
は
、
農
場
譲
渡
契
約
の
中
に
詳
細
に
わ
た
っ
て
記
載
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ

正也
p

，

aM

d
農
る
が
、
居
住
権
(
君
。

z
g
m向
。
。
伊
丹
)
、
利
用
権

(
Z
E
2
5
5
n
Z
)
の
ほ
か
、
食
糧
、

x日V
1

1
マノ

ト
お
い
陀

J

e
方
~、地-h--

hν 

燃
料
等
の
供
給
を
受
け
る
権
利
が
包
含
さ
れ
た
。

農
場
譲
渡
人
は

こ
乙
に
隠
居
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若
干
の
金
銭
を
支
払
う
義
務
も
あ
っ
た
。
契
約
の
中
で
は
、

し
ば
し
ば
終
身
扶
養
の
価
格
が
金
銭
で
評
価
さ
れ
て
い
た
が
、
通
常
そ
の
八

倍
が
農
場
の
価
格
を
為
し
た
。
隠
居
し
た
者
は
、
終
身
扶
養
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
、

で
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
切
若
し
老
人
が
病
気
の
た
め
自
己
の
世
帯
を
営
み
え
な
い
と
き
陀
は
、
農
場
承
継
人
は
こ
れ
を
看
護

ー
一
切
の
求
め
に
応
ず
る
義
務
が
あ
っ
た
。

こ
の
場
合
に
は
農
場
承
継
人
は
、
年
金
を
現
金

し
こ
の
よ
う
な
終
身
扶
養
の
義
務
が
、
農
場
承
継
人
に
と
っ
て
、
非
常
な
圧
迫
と
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は

農
場
譲
渡
人
が
広
範
な
終
身
扶
養
を
留
保
す
る
結
果
、
終
身
扶
養
の
方
が
全
農
場
の
机
芯
よ
り
も
上
ま
わ
る
場
合
が
あ
っ
た
と
い
わ
川
、

ま
た
終
身
扶
養
が
数
年
後
に
は
農
場
の
譲
渡
価
格
を
超
過
す
る
事
例
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

か
よ
う
な
農
場
承
継
人
の
負
う
終
身
扶
養
義
務
は
、
第
二
次
大
戦
以
後
の
今
日
で
も
、

〈
柏
一
v

そ
れ
ほ
ど
大
き
い
変
化
を
示
し
て
い
な
い
。
隠

居
所

(
F
g
v
m
a
z
m
m
v
g凹
)
が
あ
れ
ば
、

そ
と
に
農
場
譲
渡
人
夫
婦
を
居
住
せ
し
め
、

ま
た
一
定
の
賄
(
〈

2
5色
m
g
m
)
を
与
え
る
。

す
な
わ
ち
食
卓
で
食
事
を
さ
せ
る
場
合
も
あ
る
し
、
食
糧
品
を
供
給
す
る
場
合
も
あ
る
。
時
に
は
ど
の
カ
マ
ド
で
両
親
が
料
理
を
す
べ
き

か
と
い
う
こ
と
ま
で

詳
細
に
と
り
き
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。

ま
た
両
親
の
医
料
費

R
Eロ目内
g
w
g
gロ
)
を
誰
が
負
担
す
る
か
が
契

約
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
か
よ
う
な
終
身
扶
養
の
価
格
は
、
今
日
契
約
の
中
に
確
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
農
場
の
大

小
に
よ
っ
て
ち
が
い
が
あ
る
が

一
0
0
0
マ
ル
ク
な
い
し
一

0
0
0
0
マ
ル
ク
で
あ
る
。
と
の
う
ち
五

0
0
0
マ
ル
ク
以
上
の
終
身
扶

養
義
務
は
、
専
ら
三

O
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
大
き
い
農
場
の
場
合
で
あ
る
。

出

関

g
y
m
-
E・

間

関

S
F
∞・
ω
P

間
関
。
n
V匂

mw・

8
同・
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4 

働

側

S
F
m・
お
叫
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
一
七
八
七
年
の

Faσ
ぬ
出
品
目
白
宮

2
1
5ぬ
で
は
、
老
夫
婦
は

-
a
E
5
2
0
津
田

Z
V
S
に
住
h
U
Q

側

関
O
O
F
-
m
・2
・

捌
肉
。
ロ
v
-
m・4
。同・

仰

閃

O
O
F
-
m
・ぉ・

問
問
。
oFm・
J3・

働

関

g
y
m・
4
0
・
な
お
〈
冊
目
仲
間

w
p
m
-
S
参
照
。

側

関

S
F
m
-
h
ω
・

間

関

o
n
y
m・
3
・
な
お
司
位
同
国
窓
口

V
2ぬ
で
、
一
八
世
紀
以
前
に
は
、
こ
の
よ
う
な
金
銭
の
支
払
義
務
が
ご
く
ま
れ
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

〈冊目

ZE-m-
明
日
参
照
。

働

側

E
F
m
.
2・

側
関
。
ロ

v-m-Aお
ロ
ロ
島

m・
2
・

側
関
。
ロ

F
m
-
ロ
-
E岳
山
内
お
よ
び
。

vsd司
。
】
皆
与
の
事
例
で
あ
る
Q

側

関

g
y
m・芯・

川
聞
の
む
江
口
m
p
m
-
間岡崎・

1~O 

2 

農
場
を
承
継
し
な
い
共
同
相
続
人
の
地
位

農
場
を
承
継
し
な
い
共
同
相
続
人
は

農
場
承
継
人
か
ら
補
償
(
〉
σ出昆
5m)
を
受
け
る
。

こ
の
補
償
請
求
権
に
つ
い
て
は

す
で

に
各
地
の
記
録
や
立
法
の
中
で
断
片
的
に
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が

こ
こ
で
こ
れ
を
ま
と
め
て
考
察
し
た
H
。
先
ず
そ
の
法
律
的
性
質

如
何
が
問
題
と
な
る
。

一
八

O
八
年
の
勅
令
以
前
で
は

農
場
を
去
る
き
ょ
う
だ
い
に
は

民
事
上
の
相
続
分

ハ
イ

γ
ツ
マ
シ
は

(
N
Z
出
向
宮
匙
)
が
全
然
な
く
、
補
償
は
、
相
続
権
で
は
な
く
て
、
家
産
を
利
用
で
き
な
い
こ
と
の
代
償
宙

E
R
E
a
mロ
ロ
肉
)
に
す
ぎ
な

か
っ
た
の
に
対
し

右
一
八

O
八
年
の
勅
令
に
よ
っ
て

こ
れ
ら
の
き
ょ
う
だ
い
も
最
終
的
に
相
続
人
両
手

g)
と
さ
れ
、

一
子
相
続



法
は
、
特
別
相
続
法

3
0
E
2
0号
吋
ゅ
の
伊
丹
)
の
性
格
を
変
じ
て
、
相
続
分
割
の
規
定
(
悶
号
豆

-
g
m
Z
R
R青
山
岸
)
と
な
っ
た
、

い
る
。
す
な
わ
ち
、
ハ
イ
シ
ツ
マ
シ
は
、
補
償
請
求
権
の
性
質
の
変
化
の
点
に
、
フ
ラ
ン
ス
輩
命
の
影
響
と
し
て
の
平
等
原
則
の
導
入
を

と
述
べ
て

重
視
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、

か
ら
記
録
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
従
っ
て
一
八

O
八
年
の
勅
令
を
も
っ
て
、
補
償
の
法
律
的
性
質
が
変
じ
た
と
の
見

ハ
イ
シ
ツ
マ
シ
自
身
も
、
共
同
相
続
人
(
冨

x
q
Z豆、

相
続
物
件
(
閃
号
由

E
n
gロ
)
の
用
語
が
早
く

方
に
は
疑
向
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
り
V

ユ
グ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
に
お
け
る
相
続
法
の
記
録
の
上
か
ら
は
、

右
の
よ
う
な
断
定
は
困
難
で
あ

る
。
た
だ
歴
史
的
に
古
く
は
、
補
償
が
相
続
権
で
な
く
、
家
産
を
利
用
で
き
な
い
こ
と
の
代
償
の
性
質
が
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、

な
お
ド
イ
ツ
の
他
の
地
方
の
相
続
法
の
発
達
と
関
連
し
て
考
察
を
要
す
る
の
で
、

こ
こ
で
は
問
題
だ
け
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

か
よ
う
な
補
償
請
求
権
は
、
権
利
と
し
て
は
早
く
か
ら
存
在
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
必
ず
し
も
容
易
に
実
現
さ
れ
え
ず
、
か
つ
て
は
、

き
ょ
う
だ
い
は
殆
ん
ど
手
ぶ
ら
で
出
て
行
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
ホ
I
ホ
ベ
ル
ク
(
図
。
♀
σqm)
で
は
、

一
八
世
紀
、
に
共
同

二

O
年
以
上
も
延
期
さ
れ
，
、
共
同
相
続
人
は
多
く
の
場
合
、

ず
し
か
も
通
常
利
子
も
も
ら
え
な
い
、
と
い
う
苦
情
が
も
ち
こ
ま
れ
て
い
る
Q

前
述
の
パ
1
デ
シ
・
デ
ユ
ル
ラ
ツ
ハ
の
一
七
五
五
年
六
月

晴
五
日
の
命
令
公
一
2
ハ
参
照
)
は
、
こ
う
し
た
報
告
に
基
づ
い
て
、
共
同
相
続
人
の
補
償
を
確
実
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
Q

し
か
し
当

h
v
 
ア

J

グ吋ノhu' 

相
続
人
に
帰
す
べ
き
補
償
d
(
N
S
F吋
邑
需
要
川
町
内
ゆ
)
が

相
続
分
を
取
得
せ

時
ホ
1
ホ
ペ
ル
ク
近
隣
の
太
1
ス
ト
リ
ヤ
支
配
の
峡
谷
で
は
、
農
場
が
低
く
評
価
さ
れ
、

農
場
経
蛍
者
が
共
同
相
続
人
の
相
続
分
を
現
金

で
支
払
う
か
、
あ
る
い
は
農
場
譲
渡
の
白
か
ら
利
息
を
附
し
、
共
同
相
続
人
が
「
他
の
方
法
で
の
生
活
」

O
S
F
g
g
g骨
Z
Z拡
g

C
異
常

E
s
s
g《
)
に
相
続
分
を
必
要
と
す
る
場
合
に
「
手
に
わ
た
る
」
(
》

g
門
出
合
同
告
。

m喜
久
)
よ
う
に
し
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て

い句。。

-1~1-

い
か
な
る
運
命
を
辿
っ
た
か
が
問
題
と
な
る
。

一
般
に
彼
ら
の
地
位
は
め
ぐ
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ



れ
な
勿
論
末
子
相
続
が
行
な
わ
れ
た
の
で
両
親
は
農
場
を
譲
渡
す
る
前
に
、

点
で
は
長
子
相
続
の
場
合
よ
り
も
有
利
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
者
の
将
来
を
お
も
ん
ば
か
る
こ
と
が
で
き

乙

の

そ
し
て
従
来
は
、
他
の
農
場
へ
ム
ゴ
入
り
す
る
か
(
包
岳

E
片
山
口
骨
話
回
良
住
枠
耳

目
雇
労
務
者
と
し
て
生
活
の
道
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、

N
Z
J
諸国

1
r
-
5
8ロ
)
、
職
人
、

ツ
グ
ア
ル
ト
で
は
、
必
ず
し
も
充
分
な
は
け
口
が
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、

や
下
女
(
富
山
岡
関
内
庁
)
と
し
て
働
く
場
合
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
ゴ

1
ト
ハ
イ
シ
は
、
諸
々
の
峡
谷
裁
判
所
が
、
相
続
財
産
を
も
た
な
い
き

一
般
に
子
供
の
多
い

ν
ュ
グ
ア
ル

彼
等
は
農
場
承
継
人
た
る
末
弟
の
許
で
農
僕
(
同
居
ゅ
の
宮
何
)

ょ
う
だ
い

(色

O
R
E
S
Oロ
の

gnF41mg円
)
が
僕
牌
(
の

gEao)
と
し
て
農
場
に
と
ど
ま
る
と
い
う
慣
習
を
考
慮
し
て
、

つ
ぎ
の
よ
う

に
決
定
し
た
と
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
独
身
の
息
子
や
娘
が
非
常
に
多
く
峡
谷
か
ら
出
て
行
く
結
果
、
映
谷
自
体
が
下
僕
(
関
宮
町
包
陣
内
ロ
}

の
不
足
に
困
る
と
い
う
こ
と
が
み
ら
れ
る
の
で
、

れ
ね
ば
な
ら
な
い
J

ま
た
プ
ユ
ル
ス
テ
シ
ペ
ル
ク
の
支
配
に
服
し
た
ヴ
オ
ー
ル
ブ
ア
ツ
ハ
(
君
。

-E門
町
)
で
は
、
「
男
子
は
、
も
し
手
工
業

を
学
ば
な
け
れ
ば
、
農
業
を
す
る
機
会
の
提
供
さ
れ
る
ま
で
、
父
の
農
場
に
と
ど
ま
っ
た
。
も
し
そ
れ
が
不
可
能
の
場
合
に
は
、
農
僕

か
よ
う
な
者
の
移
住
は
、

フ
ォ
ー
ク
ト
(
〈
。
%
)
と
裁
判
所
の
同
意
に
か
か
ら
し
め
ら

(関口

R
Z
S
と
し
て
農
場
に
と
ど
ま
る
か
、

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
僕
伯
仲
と
し
て
農
場
に
と
ど
ま
る
き
ょ
う
だ
い
は
、
生
涯
独
身
で
過
す
場
合
の
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で

あ
り
、
グ
エ
ル
ツ
グ
は
、
「
女
子
は
大
て
い
農
民
と
結
婚
す
る
が
、
独
身
の
ま
ま
だ
と
、
兄
(
弟
)
の
農
場
で
大
て
い
食
事
、
衣
類
、
住
居

を
得
る
だ
け
で
生
涯
を
終
る
ま
で
働
い
た
」
と
記
述
し
て
い
る
。

共
同
相
続
人
の
う
ち
、
未
成
年
の
き
ょ
う
だ
い
は
、
結
婚
す
る
ま
で
は
、
家
に
居
住
す
る
権
利
が
あ
っ
た
。
未
成
年
の
女
は
、
農
場
に

&
ど
ま
っ
て
、
「
ほ
か
に
よ
り
よ
い
幸
福
を
見
付
け
る
ま
で
」
(
》
σ町
田
町
内
三
宵
自
己
向
者
巳
仲
間

m
F
g
q
g
c
E
n
w
F口
宏
ロ
《
)
女
中
に
代
っ

て
、
扶
養
と
賃
金
を
得
て
働
い
た
。
ま
た
心
身
不
具
の
き
ょ
う
だ
い
は
、
他
所
で
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
生
涯
農
場
に

あ
る
い
は
両
親
の
土
地
に
家
を
建
て

旦
雇
一
労
働
に
よ
っ
て
生
活
を
得
た
」
こ
と
が
報
告

一122ー



西独シュずア Jレツグァ Jレト地方における農地の末子相続

と
ど
ま
っ
て
看
護
を
請
求
で
き
た

(
円
各
自
己
管
m
z
n
y
o
ω
5
m
m
B
n
y
t
m
-
S
H
ロ
ロ
門
凶
〈
巾
吋
同
)
凶
巾
向
ロ
ロ
肉
)
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
未
成
年
や
不

具
の
き
ょ
う
だ
い
は
、
両
親
の
生
存
中
は
通
常
両
親
の
住
唐
に
住
み
、
両
親
の
死
後
は
、
「
独
身
の
続
く
か
ぎ
り
」
(
》
富
片
品
目
。
。
ωロ
向

野
耳
目
町
内
回
目
的

g
E
g
a
g
e、
ま
た
は
不
具
の
か
ぎ
り
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
同
様
の
居
住
、
刺
用
の
権
利
(
君
。

v
p
z口
広

Z
Z
R
gロ
m向
宮
宮
立

を
も
つ
ら
d

そ
し
て
農
場
承
継
人
は
、
き
ょ
う
だ
い
に
と
っ
て
カ
づ
よ
い
拠
り
ど
こ
ろ
(
包
宮
町
民
昨
日
腎

ω
E仲
間
)
と
期
待
さ
れ
時
。
ゴ
ッ

ホ
の
記
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
農
場
承
継
人
が
両
親
や
き
ょ
う
だ
い
と
折
合
の
わ
る
い
場
合
に
は
、
村
の
名
誉
職
に
つ
く
乙
と
が
稀
で

と
農
民
が
語
っ
て
い
る
。

あ
る
、出

国
冊
目
白

Ng伊
ロ

p
m
-
笥
ロ
ロ
晶

m・
8
・

間

関

g
F
m・
4
串・

開

叫

剛

n
O
O
F
-
∞・

ωω
・

山
畑
開
。

nv-
∞・

8
・

回
開
。
己
r
m
-
u
h・

mM

関

g
y
m
-
S
U
E
g
o
-
m・
5m-

m
剛

P
S
F
-
m・
8
u
M
V
5
8
5・
m-Hg-

刷
問
問
。

5
・
m-ω
叫
に
よ
る
と
シ
ュ
グ
ア
ル
ツ
グ
ア
ル
ト
で
は
、
か
つ
て
非
常
に
子
沢
山
で
あ
り
、
一
九
世
紀
の
末
で
も
、
一

O
人
以
上
の
子
が
あ
る
農
家

は
め
ず
ら
し
く
な
い
と
さ
れ
て
い
る
Q

同
旨
∞
宮
内
戸
戸
田
・
の
む
江
田
m
v
ω
-
S
に
よ
る
と
の
む
江
口
問
が
調
査
し
た
対
象
の
五

O
家
族
で
は
二
三
四
人
の

子
供
が
い
る
の
で
一
家
族
平
均
は
四
・
七
人
で
あ
る
。

倒

剛

PSF-
∞
・
忠
U

∞向。拘
F
m
-
g・

酬
の
♀
宮
山
口
・

4
2司
仲
間
岳
民
宮
暫
定
広
島

F
m・
8
。・

倒

da仲間
W
0
・
m-
勾・

間

同

司

a
g
W
9
m
-
U吋・

123-



岡町(16)闘幽幽

同
円
。

nv玖

m-
出
町
-

eaFω
・担

問
安
伊

ω
-
S・

関

oarω
・
J
P
4
m
H
H
・
cc江
口

m-m-
忠・

関
紅
白

F
m・4
明
白
出
品

ω・同一回目・

開
。
ロ

F
m
.
口町・

-la;.-

四

結

にコ

以
上
に
よ
っ
て

V
ユ
グ
ア
ル
ツ
グ
ア
ル
ト
に
お
け
る
農
地
の
末
子
相
続
の
考
察
を
終
り
、

最
後
に
重
要
な
諸
点
を
指
摘
し
た
い
。

第
一
に

ν
ュ
グ
ア
ル
ツ
グ
ア
ル
ト
で
は
、
家
共
同
体
(
回
出
口
印
ぬ
巾
B
色
ロ
m
n
y
山
口
)
が
一
五
世
約
に
解
体
し
た
。

そ
れ
に
伴
な
っ
て
家
産

九
回
き
∞
4
0円

gαmg)
も
消
滅
し
た
。

農
場
は
諸
子
が
こ
れ
を
均
分
し
た
時
期
も
あ
っ
た
が

そ
の
後
封
建
的
支
配
め
確
立
と
時
期
を
同

じ
く
し
て
、
末
子
相
続
に
よ
っ
て
末
男
が
農
場
を
包
括
的
に
承
継
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
そ
の
場
合
に
承
継
さ
れ
る
財
産
は
、
も

は
や
か
つ
て
の
よ
う
な
家
産
の
性
質
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
て
、
単
独
の
所
有
権

(
E
Z
Z
2
m
oロ
E
B
)
で
あ
っ
た
。

勿
論
そ
れ
に
は
諸

々
の
封
建
的
な
拘
束
は
つ
き
ま
と
っ
た
が
、

し
か
し
か
つ
て
、
家
産
に
対
し
て
全
家
族
員
が
共
同
所
有
者
(
冨

5
一m
g
g自
己
)
と
し
て
権

利
を
も
ち
、
家
長
(
出

ω
5
4
m
g『
)
が
単
に
対
外
的
な
代
表
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
と
は
異
な
り
、
末
子
に
よ
っ
て
承
継
さ
れ
る
財
産
は
、

家
族
の
潜
在
的
な
持
分
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
Q

そ
し
て
封
建
的
な
拘
束
が
次
第
に
除
去
さ
れ
る
に
従

っ
て
、

そ
れ
は
完
全
な
近
代
的
所
有
権
と
な
っ
た

(ニ
1
参
照
)

Q

こ
の
点
に
お
い
て
わ
が
国
の
従
来
の
家
督
相
続
と
趣
き
を
異
に
し
、

ν 

ユ
グ
ア
ル
ツ
グ
ア
ル
ト
に
お
け
る
一
子
相
続
は
家
産
を
前
提
と
し
な
い
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。



第
二
に
、
農
場
承
継
人
が
農
場
を
承
継
す
る
の
は
、
根
づ
よ
い
慣
習
に
よ
る
と
、
単
な
る
贈
与
で
も
、
単
純
な
相
続
で
も
な
く
‘

そ
れ
は

む
し
ろ
生
前
の
百
口
角
田

mvgE
と
呼
ば
れ
る
有
償
契
約
で
あ
っ
て
売
買
に
近
い
。
農
場
譲
渡
入
は
一
子
を
承
継
人
と
し
て
選
択

(KF543E)

す
る
の
で
あ
っ
て
、
農
場
承
継
人
は
農
場
を
取
得
す
る
代
り
に
相
当
一
額
の
終
身
扶
養

92σ
需
品
】
ロ
想
)
の
義
務
を
負
う
富
一
1
参
照
)
。

す

な
わ
ち
農
場
の
承
継
は
、
契
約
の
平
面
に
お
い
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

一
つ
の
共
同
体
の
内
部
で
の
単
純
な
移
行
で
は
な
い
。

い
な

む
し
ろ
ニ
つ
の
世
代
が
利
害
の
相
対
立
す
る
当
事
者
と
し
て
立
ち
、

そ
こ
に
は
契
約
原
理
が
支
配
し
て
い
る
。

第
三
に
、

農
場
承
継
人
は
、
他
の
共
同
相
続
人
た
る
き
ょ
う
だ
い
に
対
し
て
補
償
(
〉
σ山
口
含
口
問
)
の
義
務
を
負
う
。
農
場
が
交
換
価
格

(
〈
再
訂
正
目
当
σ立
)
で
は
な
く
し
て
収
益
価
格
(
開
『

5m202)
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、

農
場
承
継
人
は
優
遇

さ
れ
る
が
、

し
か
し
そ
の
他
の
点
で
は
、
他
の
共
同
相
続
人
も
同
等
の
相
続
権
を
も
ち
、

乙
の
相
続
権
は
補
償
と
い
う
形
で
実
現
さ
れ

る
。
た
だ
歴
史
的
に
み
る
と
、
右
の
補
償
は
農
場
の
貧
弱
な
経
済
力
、
農
場
承
継
人
の
負
う
終
身
扶
養
義
務
の
重
圧
と
相
ま
っ
て
、

し
も
現
実
に
は
容
易
に
実
現
さ
れ
え
な
か
っ
た
た
め
に
、

必
ず

し
か
し
補
償

共
同
相
続
人
の
地
位
は
不
安
定
を
免
れ
な
か
っ
た
言
一
2
参
照
)

Q

は
権
利
と
し
て
常
に
存
在
し
、
実
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
観
念
さ
れ
て
来
た
。

一
八
世
紀
以
来
の
多
く
の
立
法
は

こ
の
補
償
が
確

実
に
支
払
わ
れ
る
よ
う
努
力
し
て
来
た

(ニ
2
ハ
ニ
等
参
照
)
。

序
説
に
お
い
て
指
摘
し
た
ご
と
く

こ
の
補
償
請
求
権
は

一
子
相
続
制

7
・
度
の
核
心
を
為
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
探
く
慣
習
に
根
ざ
し
、
当
然
の
権
利
と
意
識
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、

ザ八グ¥
ツ
家
督
相
続
の
場
合
と
決
定
的
な
差
異
を
示
す
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

ア

r
4

グ

わ
が
国
の
か
つ
て
の

第
四
に
、
農
場
承
継
人
に
末
男
子
が
な
る
と
い
う
の
が
、

U
V

ユ
ヴ
ア
ル
ツ
グ
ア
ル
ト
に
根
ざ
し
た
慣
行
で
あ
る
が
、
近
時
そ
れ
に
若
干

の
動
揺
が
み
ら
れ
る
。
末
子
相
続
は
、
封
建
時
代
に
あ
っ
て
は
、
領
主
に
対
す
る
貢
租
の
支
払
を
延
期
で
き
る
と
い
う
点
で
合
理
的
根
拠

-1~5 ー

』
を
も
ち
え
た
が
、
今
日
に
お
い
て
は
、

わ
ず
か
に
、
農
場
譲
渡
人
に
対
す
る
終
身
扶
養
の
負
担
を
少
な
く
す
る
点
、

お
よ
び
農
場
譲
渡
人

、"



た
る
両
親
が
米
子
以
外
の
子
の
将
来
を
よ
り
よ
く
配
慮
し
う
る
点
に
合
理
性
が
み
と
め
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
根
拠

も
、
度
重
な
る
戦
争
お
よ
び
そ
れ
に
伴
な
う
混
乱
に
つ
れ
て
合
理
性
を
失
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
末
子
相
続
を
貫
く
こ
と
が
酷
な
結
果

を
生
じ
、
末
子
相
続
の
慣
習
に
は
動
揺
が
み
ら
れ
る
。
結
局
今
日
で
は
、
末
子
が
農
業
に
適
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
従
来
の
慣
習
が
行
わ

れ
る
に
と
ど
ま
る

2
T参
照
)
。

た
だ
一
子
相
続
制
度
そ
の
も
の
の
動
揺
は
今
日
で
は
み
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
か
つ
て
一
九
世
紀
の
初
頭
以
来
、

ブ
ラ
シ
ス
革
命

の
影
響
を
受
け
て
、
自
由
主
義
の
立
場
か
ら
す
る
一
子
相
続
制
度
に
対
す
る
攻
撃
が
強
か
っ
た
が
、
資
本
主
義
の
進
展
に
伴
な
っ
て
、

子
相
続
制
に
よ
る
農
業
経
営
の
収
益
性
が
強
調
さ
れ

一
八
九
八
年
の
一
子
相
続
法
は
か
よ
う
な
傾
向
を
決
定
づ
け
た
。
二

O
世
紀
に
入

っ
て
も
、
第
一
次
大
戦
の
後
ナ
チ
ス
の
世
襲
農
場
法
は
一
子
相
続
制
を
さ
ら
に
強
化
し
た
が
、
特
に
第
二
次
大
戦
の
後
に
は
、
主
た
る
農

業
地
帯
(
出
mw
己
主
お
吋
包
括
ozog)
た
る
東
ド
イ
ツ
壱
失
っ
て
、

西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
ま
す
ま
す
食
糧
の
自
給
性
、

そ
れ
に
伴
な
う
農
業
経

営
の
合
理
化
(
同
耐
え
目
。
ロ
包
庄
司
ロ
ロ
肉
)
が
叫
ば
れ
、
も
は
や
一
子
相
続
制
度
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
は
影
を
ひ
そ
め
、
問
題
は
、
如
何
に

し
て
一
子
相
制
度
か
ら
生
ず
る
不
都
合
を
処
理
す
る
か
に
移
っ
て
い
る
。

ν
ュ
グ
ア
ル
ツ
ヴ
ア
ル
ト
に
お
い
て
も
、

一
八
九
八
年
の
一
子

相
続
法
は
、
現
行
法
と
し
て
存
し
な
が
ら
も
、
今
日
で
は
前
述
の
よ
う
に
、
専
ら
相
続
人
の
生
前
の
農
場
譲
渡
契
約
と
い
う
慣
行
に
よ
っ

て
処
理
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
り

こ
の
点
合
理
的
な
法
規
整
を
ど
の
よ
う
に
加
え
る
か
が
、
今
後
の
課
題
を
為
す
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。(1) 

。
宵
宮
駅

m-
同
-
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パ

I
デ
ン
州
に
お
け
る
一
八
九
八
年
八
月
二

O
日
の
「
不
分
割
農
場
に
関
す
る
法
律
」

(cg申
F
a巾
宮
田
口

Z
D
a
g
s出
。
芯
宮
市
吋
げ
申
立
市
南

SAP

S
E
N
C・
hvg肉
ロ
明
件
同
∞

g-
国同脚色

-ca--S島
〈
吋
品
開
・
思

-
m・
8
印
)
訳
。

附
第

不
分
割
農
場

(mgロ
E
9
8
0
3
0
問
。
同
向
田
宏
司
)
と
は
、
当
日

-fs-
早
国
語
『
明
開
。
ロ
白
鳥
。
足
、
同

B
S
S
S
H
M
m
m
p
堕
宮
田
町
∞

5
・

早

a
E品・

2
0
E
S
F
m窓
口
同

2
・
4
司胆目安田司
nv・
E
H
H
F
。
宮
島
町
ロ
F
。円
p
g
g
a
-
の
g
m
g
g
o
F
君
。
再
開
wnFkrnvSD
の
区
裁
判
所
地
区

(
p
g宮
崎
巾
江

ss・

-wgwwo)
内
に
あ
る
農
場
で
、
そ
の
構
成
と
範
囲
が
、
一
八
八
八
年
五
月
二
三
日
法
の
規
準
に
従
っ
て
確
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

条

西独シ旦グァ Jレツグアルト地方における農地の末子相続

①
不
分
割
農
場
の
所
有
者
が
、
農
場
お
よ
び
分
割
地
(
剛
J
H
司

NO--g)
の
所
有
者
と
し
て
土
地
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
、
か
つ
併
合
す
べ
き
分
割
地
に

役
権

(
g
B四
号
号

E
Z
S
)
以
外
の
物
権
が
存
し
な
い
場
合
に
は
、
不
分
割
農
場
の
所
有
者
は
、
管
轄
行
政
官
庁

(Ngsz-向
。
ぐ
亀
唱
包
宮
泉
州
国
げ
岳
む
邑
而
}

の
許
可
を
得
て
、
不
分
割
農
場
に
分
割
地
を
併
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
前
項
の
要
件
は
、
許
可
を
受
け
る
に
当
っ
て
、
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第

二

条

①
不
分
割
農
場
の
所
有
者
は
、
管
轄
行
政
官
庁
の
許
可
を
得
て
、
農
場
の
不
分
割
を
廃
止
し
、
個
々
の
部
分
を
分
離
し
、
ま
た
は
農
場
を
数
衝

の
不
分
割
農
場
に
分
割
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
の
場
合
に
は
、
許
可
を
受
け
る
に
当
っ
て
、
分
割
が
、
新
た
に
成
立
す
る
農
場
に
つ
い
て
生
じ
う
る
担

第

三

条

保
負
担
(
耳

S
舎
色
白
血
宮
出
向
)
に
関
し
て
特
に
、
経
済
上
の
疑
義
が
存
し
な
い
こ
と
、
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
の
農
場
に
お
い
て
、

財
産

(P22S)
が
家
族

の
生
活
を
完
全
に
充
足
さ
せ
、
大
体
に
お
い
て
ま
と
ま
り
の
あ
る
財
産
を
形
作
り
、
必
要
な
居
住
上
、
経
営
上
の
建
物
を
具
え
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

②
個
々
の
部
分
の
分
離
が
強
制
収
用
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
と
き
は
、
行
政
官
庁
の
許
可
は
必
要
と
し
な
い
Q

第

四

条

不
分
割
農
場
に
属
す
る
部
分
に
は
、
役
権
以
外
の
物
権
は
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
Q

①
不
分
割
農
場
は
、
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第

五

条

一
笛
の
不
動
産
と
し
て
土
地
登
記
簿
に
登
記
さ
れ
る
Q

②
併
合
さ
れ
た
分
割
地
は
、
農
場
に
附
加
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
個
々
の
分
割
地
の
分
離
の
場
合
お
よ
び
農
場
を
数
箇
の
不
分
割
農
場
に
分
割
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
部
分
を
特
別
の
不
動
産
と
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば



な
ら
な
い
。

~lfJ8 ー

④
管
轄
行
政
官
庁
は
、
許
可
を
与
え
う
る
と
き
は
、
右
の
記
載
が
為
さ
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
第
二
条
な
ら
び
に
第
三
条
に
か
か
げ
た
証
明
が
土
地
登
記
簿

に
記
入
さ
れ
る
こ
と
に
つ
き
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

③
土
地
登
記
簿
へ
の
登
記
と
同
時
に
、
所
有
者
の
拘
束
が
発
生
す
る
。

遺
言
に
よ
る
処
分
が
な
い
と
き
は
、
農
場
は
、
遺
産
に
属
す
る
従
物
と
と
も
に
、

一
子
相
続
権

S
5
5
8窓
口
町
立
に
関
す
る
規
定
に
従
う
。

第

六

条

第

七

条

①
被
相
続
人
の
直
系
卑
属
は
、
つ
ぎ
の
順
位
で
一
子
相
続
権
を
有
す
る
。

実
子
は
養
子
に
、
嫡
出
子
は
非
嫡
出
子
に
優
先
す
る
Q

非
嫡
出
子
は
父
の
一
子
相
続
人
(
陰
口

S
Z互
に
な
り
え
な
い
。

②
さ
ら
に
、
未
男
子
お
よ
び
そ
の
直
系
卑
属
、
男
子
お
よ
び
男
子
の
直
系
卑
属
が
い
な
い
と
き
は
、
被
相
続
人
の
長
女
お
よ
び
そ
の
直
系
卑
属
が
優
先
す

る
。
子
の
直
系
卑
属
の
間
で
は
、
一
子
相
続
人
の
指
定
は
同
様
の
原
則
に
従
う
。

相
続
開
始
の
と
き
に
能
力
が
制
限
さ
れ
て
い
る
者
、
お
よ
び
相
続
開
始
の
後
お
そ
く
と
も
六
週
間
内
に
為
さ
れ
た
申
請
に
よ
っ
て
能
力
が
制
限

一
子
相
続
権
を
も
た
な
い
。

第

八

条

さ
れ
た
者
は
、

第

九

条

省
略
(
一
子
相
続
人
の
失
綜
に
関
す
る
)
。

第
一

O
条

①
一
子
相
続
人
は
、
農
場
お
よ
び
従
物
を
収
益
価
格
(
目
立

E
宮
君
。
立
)
で
承
継
す
る
権
利
が
あ
る
。

②
遺
留
分
の
算
定
に
関
し
て
は
、
農
場
の
収
益
価
格
が
基
準
と
な
る
。

①
一
子
相
続
人
が
農
場
の
収
益
価
格
の
宜
分
の
一
を
負
担
づ
き
で
な
く
(
片
岡
忌
〈

S
F
g
gロ
)
取
得
し
う
る
た
め
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
法
定
相
続
人
の
相

続
分
は
四
分
の
一
、
遺
留
分
は
二
分
の
一
に
減
少
さ
れ
る
Q

第
一
一
条

①
一
子
相
続
人
は
、
遺
産
分
割
に
際
し
て
、
遺
留
分
権
利
者
お
よ
び
共
同
相
続
人
の
請
求
権
を
償
却
す
る
た
め
、
五
年
聞
を
通
じ
四
分
の
利
息

を
生
ず
る
期
限
が
許
さ
れ
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
Q

②
前
項
の
請
求
の
た
め

一
子
相
続
人
は
、
遺
産
分
割
に
際
し
、
担
保
亘
ロ
宮
司
宮
目
立
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

@
一
子
相
続
人
が
前
項
の
担
保
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、

一
子
相
続
権
は
次
順
位
の
権
利
者
に
移
る
Q



第
一

O
条
お
よ
び
第
一
一
条
の
規
定
は
、
第
八
条
の
要
件
の
存
し
な
い
か
ぎ
り
、
被
相
続
人
が
単
独
相
続
人
事

-EE50)
と
し
て
指
定
し
、

ま
た
は
一
子
相
続
人
と
し
て
指
示
し
た
被
相
続
人
の
直
系
卑
属
の
相
続
人
に
も
適
用
さ
れ
る
。

一
子
相
続
人
は
相
続
放
棄
を
し
な
い
ま
ま
、

第
一
二
条

第
一
三
条

一
子
相
続
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
Q

こ
の
場
パ
ロ
に
は

一
子
相
続
権
は
次
順
位
の
権
利
者

に
移
る
。

①
一
子
相
続
権
の
放
棄
は
、
遺
産
裁
判
所

(
Z
S
E邑
向
。
江
口
玄
)
に
対
し
て
の
み
有
効
に
申
述
き
れ
う
る
。

②
共
同
相
続
人
の
申
請
に
よ
り
、
遺
産
裁
判
所
は
一
子
相
続
人
が
一
子
相
続
権
を
放
棄
す
る
か
否
か
を
一
定
の
期
間
内
に
申
述
す
る
こ
と
を
催
告
す
る
こ

第
一
四
条

と
が
で
き
る
。

Jレト地方における農地の末子相続

③
一
子
相
続
人
が
、
こ
の
期
間
内
に
意
思
表
示
を
し
な
け
れ
ば
、
放
棄
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

④
放
棄
し
た
者
が
後
見
に
服
し
、
ま
た
は
親
権
に
服
し
て
い
る
と
き
は
、
後
見
裁
判
所
の
許
可
を
要
す
る
。

一
子
相
続
権
は
、
つ
ぎ
の
場
合
に
消
滅
し
、
第
一
二
条
の
適
用
は
排
除
さ
れ
る
。

第
一
五
条承
継
人
に
農
場
の
収
益
価
格
の
五
分
の
一
が
第
一

O
条
に
よ
っ
て
負
担
づ
き
で
な
く
与
え
ら
れ
な
い
と
き
。

第
一
一
条
で
要
求
さ
れ
る
担
保
が
指
定
さ
れ
た
何
人
か
ら
も
提
供
き
れ
な
い
と
き
Q

遺
産
に
数
箇
の
不
分
割
農
場
が
属
す
る
と
き
は
、
各
相
続
人
は
一
子
相
続
人
指
定
の
順
位
に
従
い
、
各
自
の
農
場
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
六
条

権
利
者
よ
り
も
農
場
の
方
が
多
い
と
き
は
、
選
択
は
同
一
の
順
位
で
く
り
か
え
さ
れ
る
。

直
系
卑
属
が
被
相
続
人
の
生
存
中
得
た
不
分
割
農
場
を
B
G
B
第
二

O
五
O
条
に
従
っ
て
控
除
(
目
見

KMg肉
E
S
g
m
Z
Z肉
g)
す
べ
き
場

第
一
七
条

合
に
、
疑
わ
し
い
と
き
は
収
益
価
格
を
規
準
と
す
る
Q

第
『
八
条

被
相
続
人
が
相
続
人
で
な
い
直
系
卑
属
に
、
不
分
割
農
場
を
贈
与
し
た
と
き
、

B
G
B
第
二
三
二
五
第
一
項
お
よ
び
第
二
項
の
楓
窓
口
に
疑
わ
し

い
と
き
は
、
収
益
価
格
が
規
準
と
な
る
。
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第
一
九
条
乃
棄
第
二
ニ
条

省
略
(
夫
婦
財
産
制
に
関
す
る
)
一
。

第
こ
一
ニ
条

①
一
子
相
続
人
が
相
続
開
始
の
後
一

O
年
以
内
に
、
承
継
し
た
農
携
を
収
益
価
格
以
上
の
価
格
で
売
却
し
、
買
受
人
が
売
渡
人
の
直
系
卑
属
で



な
い
と
き
は
、
当
該
共
間
相
続
人
は
売
渡
人
に
対
し
遺
産
分
割
の
訂
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
当
該
遺
留
分
権
利
者
は
相
当
の
追
加
支
払
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

論

②
共
同
相
続
人
お
よ
び
遺
留
分
権
利
者
の
請
求
権
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
収
益
価
格
で
な
く
、
交
換
価
格
農
場
承
継
の
後
、
農
場
の
改
良
の
た
め
に

支
出
さ
れ
た
費
用
を
除
く
1
1
1
が
規
準
と
な
る
。
一
子
相
続
人
と
し
て
の
資
格
に
基
い
て
売
渡
人
に
帰
属
し
た
す
べ
て
の
特
権
(
切
品
皆
目
丘
町
吉
田
宮

εは
消

滅
す
る
。

③ 

そ
れ
ま
で
の
間
に
共
同
相
続
人
お
よ
び
遺
留
分
権
利
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
の
直
系
卑
属
に
し
て
そ
の
相
続
人
ま
た
は
遺
留
分
権
利
者
と

な
っ
た
者
の
み
が
こ
れ
に
代
る
Q

④ 

第
一
項
乃
至
第
三
項
の
規
定
は
、
農
場
が
交
換
ま
た
は
他
の
有
償
行
為
も
し
く
は
強
制
競
売
に
よ
っ
て
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
準
用
す
る
。

第
二
四
条
各
共
同
相
続
人
お
よ
び
各
遺
留
分
権
利
者
は
、
遺
産
分
割
に
除
し
、
第
二
三
条
に
よ
っ
て
将
来
生
じ
う
る
請
求
権
が
、
農
場
に
対
す
る
保
全
請

求
権
(
訟

n
g
gロ
哲
広
苦
手
冊
目
円
)
(
B
G
B第
一
一
九

O
条
Q

ラ
ン
ト
法
規
第
二
一
三
二
条
)
に
よ
っ
て
保
全
さ
れ
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

農
場
の
不
動
産
が
担
保
す
べ
き
最
高
額
の
算
定
に
際
し
て
争
の
あ
る
と
ぎ
は
、
将
来
の
売
渡
価
格
は
、
遺
産
分
割
の
際
規
準
と
な
る
収
益
価
格
を
三
分
の
一

上
ま
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
五
条
一
子
相
続
人
が
農
場
を
直
系
卑
属
に
譲
渡
し
た
と
き
、
譲
受
人
が
相
続
開
始
の
後
一

O
年
以
内
に
転
売
す
る
場
合
は
、
共
同
相
続
人
お
よ
び
遺

留
分
権
利
者
に
対
し
、
第
二
三
条
の
場
合
に
一
子
相
続
人
が
負
う
の
と
同
様
の
給
付
を
為
す
義
務
が
あ
る
Q

共
同
相
続
人
お
よ
び
遺
留
分
権
利
者
な
ら
び
に
そ
の
法
律
上
の
承
継
人
が
、
第
二
三
条
お
よ
び
第
二
一
立
条
に
よ
っ
て
有
す
る
請
求
権
は
、

第
こ
六
条

以
内
に
訴
に
よ
っ
て
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
八

O
八
年
三
月
二
三
日
の
特
権
実
。
豆
島
田
哲

g
§
g
m
w冊
目
立
に
関
す
る
勅
令
、
ラ
ン
ト
法
規
八
二
七
条
巴

g
お
よ
び
一
八
八
八
五
年
月

第
二
七
条

二
三
日
の
不
分
割
農
場
に
関
す
る
法
律
は
廃
止
さ
れ
る
。

第
二
八
条

省
略
〈
手
数
料
に
関
す
る
)
。

第
二
九
条

本
法
は

B
G
B施
行
と
同
時
に
施
行
ず
る
。

180 

一
年



第一-一

O
条

必
要
な
施
行
令
は
、
法
務
省
お
よ
び
内
務
省
の
事
務
の
範
囲
に
応
じ
制
定
さ
れ
る
。

(1) 

こ
の
法
律
の
原
文
は
、
宅
品

g
g
p
m・
8
同
・
の
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
拠
っ
た
。

九
条
お
よ
び
一
九
条
乃
至
二
二
条
は
、
割
高
∞

B
Sロ
が
省
略
し

て
い
る
の
で
、
訳
出
で
き
な
か
っ
た
Q

前す

シ
ュ
ヴ
ア
ル
ツ
グ
ア
ル
ト
の
略
図
(
次
頁
参
照
〉

西独シュグァルヅグアルト地方における幾地の末子相続
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SchweLa' 
誌。。はー八九八年法により不分割農
場が行われるー五の区裁判所所
在地を示す
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